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平成２７年第１回吉岡町議会定例会会議録第２号

平成２７年３月３日（火曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第２号

平成２７年３月３日（火曜日）午前９時３０分開議

日程第 １ 議案第２７号 平成２７年度吉岡町一般会計予算

（提案・質疑）

日程第 ２ 議案第２８号 平成２７年度吉岡町学校給食事業特別会計予算

（提案・質疑）

日程第 ３ 議案第２９号 平成２７年度吉岡町公共下水道事業特別会計予算

（提案・質疑）

日程第 ４ 議案第３０号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算

（提案・質疑）

日程第 ５ 議案第３１号 平成２７年度吉岡町農業集落排水事業特別会計予算

（提案・質疑）

日程第 ６ 議案第３２号 平成２７年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

（提案・質疑）

日程第 ７ 議案第３３号 平成２７年度吉岡町介護保険事業特別会計予算

（提案・質疑）

日程第 ８ 議案第３４号 平成２７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計予算

（提案・質疑）

日程第 ９ 議案第３５号 平成２７年度吉岡町水道事業会計予算

（提案・質疑）

日程第１０ 同意第 １号 吉岡町公平委員会委員の選任について

（提案・質疑）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１６人）

１番 飯 島 衛 君 ２番 金 谷 重 男 君

３番 岩 﨑 信 幸 君 ４番 平 形 薫 君

５番 山 畑 祐 男 君 ６番 栗 田 俊 彦 君

７番 宇都宮 敬 三 君 ８番 馬 場 周 二 君

９番 石 倉 實 君 １０番 小 池 春 雄 君

１１番 岸 祐 次 君 １２番 小 林 一 喜 君

１３番 神 宮 隆 君 １４番 齋 木 輝 彦 君

１５番 南 雲 吉 雄 君 １６番 近 藤 保 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 大 沢 清 君 総 務 政 策 課 長 森 田 潔 君

財 務 課 長 小 渕 莊 作 君 町 民 生 活 課 長 大 井 力 君

健 康 福 祉 課 長 福 田 文 男 君 産 業 建 設 課 長 冨 岡 輝 明 君

会 計 課 長 守 田 肇 君 上 下 水 道 課 長 南 雲 尚 雄 君

教育委員会事務局長 大 澤 弘 幸 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 井 隆 雄 主 任 青 木 史 枝
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開 議

午前９時３０分開議

議 長（近藤 保君） おはようございます。

ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

議事日程第２号により会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 議案第２７号 平成２７年度吉岡町一般会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第１、議案第２７号 平成２７年度吉岡町一般会計予算を議題としま

す。

石関町長より、提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 皆さん、おはようございます。きょうも１日、よろしくお願い申し上げま

す。

それでは、議案第２７号 平成２７年度吉岡町一般会計予算の提案理由の説明を申し上

げます。

平成２７年度吉岡町一般会計当初予算は、予算総額６４億７，９００万円、対前年度比

２．５％、１億５，９００万円の増となっております。平成２７年度の歳入でございます

が、町税については、税率の引き下げに伴い、法人町民税の減が想定されるものの、名目

賃金の上昇により、個人町民税の増、新築家屋の増等による固定資産税の増を見込み、全

体では２．１％、４，６２０万８，０００円の増額を見込んでおります。地方交付税につ

いては、衆議院選挙の影響により、地方財政対策、地方交付税の推計に関する国からの情

報提供が例年よりおくれており、推計が困難な状況でもありますけれども、平成２７年度

から追加される「まち・ひと・しごと創生事業費」は、人口増加率等が悪く、地方創生の

取り組みが必要な団体ほど手厚く配分されること、吉岡町の税収の伸びが他市町村よりも

高いこと等を勘案し、地方財政対策の伸び率である対前年度マイナス０．８％よりも減少

することを見込み、普通交付税ベースで対前年度３．８％、４，０００万円の減額を見込

んでおります。

一方、消費税率の５％から８％への引き上げに伴う影響が通年化されることにより、地

方消費税交付金については対前年度３１．６％の６，０００万円の増額を見込んでおりま

す。これらによりまして、財政調整基金繰入金を除いた一般財源・自主財源については、

４，０００万円程度の増額を見込んでおるところでございます。こうした歳入状況等を踏
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まえ、平成２７年予算は、さらなる第５次総合計画の推進、「将来に責任を持てる行財政

運営」の推進に向けて、新たな行財政需要に対応するとともに、膨張を続ける福祉分野の

扶助費等に対応すべく、過去の予算、決算の状況等も十分に精査し、事業の縮小・廃止等

を行うことではなく、積算方法についても見直しを行い、過大計上を抑制する中での予算

編成といたしました。

それでは、まず、平成２７年度に実施する重点事業の予算についてご説明を申し上げま

す。

駒寄スマートインターチェンジの大型車対応化につきましては、詳細設計などをネクス

コ東日本に事業委託して実施をしています。事業費といたしましては、委託料２，６００

万円、前橋市への負担金４２７万５，０００円など、合計３，０４９万２，０００円を計

上しております。財源といたしましては、国庫補助金が１，４３０万円、前橋市からの負

担金８７７万５，０００円を計上しております。この事業につきましては、事業費から国

庫補助金等の特定財源を差し引いた額のうち、４分の３を前橋市、４分の１を吉岡町が負

担するとされているところでもございます。南下城山防災公園につきましては、引き続き

用地取得を実施し、平成２６年度に土地開発公社が先行取得した用地の買い戻しを行いま

す。事業費といたしましては、用地取得費１億４８７万３，０００円など、合計１億１，

０９５万２，０００円を計上しております。財源といたしましては、国庫補助金が５，２

６０万円、町債５，２４０万円を計上しております。町債につきましては、交付税算入率

が７０％の緊急防災・減災事業債を活用しております。八幡山グラウンド拡張事業につき

ましては、文化財事務所移転の実施設計業務委託料７００万円、用地取得費５，４１０万

５，０００円、補償費６，０２７万円など、合計１億２，１７２万４，０００円の事業費

を計上しております。

次に、主な新規事業の予算についてご説明をいたします。ハード事業といたしましては、

社会体育館の改修、駒寄小学校のトイレの改修、防犯カメラの設置、児童館の耐震改修で

ございます。社会体育館の改修につきましては、事業費１億６，９２８万円を計上し、財

源といたしましては、国庫補助金７，４１０万円、町債７，１３０万円を計上しておりま

す。駒寄小学校のトイレの改修につきましては、事業費４，４４２万１，０００円を計上

し、財源といたしましては、国庫補助金１，４３８万２，０００円、町債２，２２０万円

を計上しております。防犯カメラの設置事業につきましては、設置費用として４０６万９，

０００円、維持管理費用として３９万円の、計４４５万９，０００円の事業費を計上して

おります。児童館の耐震改修につきましては、事業費として１，５８７万５，０００円を

計上し、財源につきましては、国庫補助金５００万円、県補助金２６６万６，０００円を

計上しております。
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次に、主なソフト面の施策といたしましては、給食費補助の拡充とこれによる給食費の

引き下げ、健診の無料化がございます。給食費補助である学校給食事業特別会計の繰出金

単価を１カ月１人当たり５００円から９５０円に引き上げることにより、給食費を引き下

げ、保護者の負担を軽減いたします。これに伴いまして、学校給食事業特別会計繰出金に

つきましては、対前年度８９．７％、１，０２９万５，０００円の増となります２，１７

６万９，０００円を計上しております。健診の無料化につきましては、平成２６年度当初

予算ベースでは３６１万５，０００円の負担金収入を見込んでおるところでございますけ

れども、これを公費で負担することで、がん検診・わかば健診の負担金を無料とし、町民

の負担を軽減いたします。

次に、第５次総合計画の施策の大綱ごとの主な予算についてご説明をいたします。

１点目として、健康福祉の分野でございます。子ども・子育て支援の新規事業として、

産前・産後期の母親の精神的・肉体的負担の軽減を目的として、育児・家事などの支援を

行う「産前・産後サポート事業」として１９万円を計上したほか、子ども・子育て支援新

制度が本年４月から施行されることに伴い創設される新たな給付措置として、「施設型給

付費」２，３２１万１，０００円を計上しております。継続事業といたしましては、「よ

しおか健康№１プロジェクト」に２８７万９，０００円を計上したほか、難病指定が拡大

されることに伴い、町においても「難病患者見舞金」の対象を拡大し、支援を拡充するた

め、平成２６年度の倍となる６４８万円を計上しております。また、全般的な対策といた

しましては、健康・介護・医療・育児の相談、医療機関の情報提供を２４時間３６５日体

制で行う「よしおか健康№１ダイヤル２４」に２２６万８，０００円を計上しております。

２点目に、教育文化の分野でございます。新規事業として、老朽化している「給食セン

ターの蒸気回転釜等の改修」に２，４７８万円を計上したほか、継続事業といたしまして、

「吉岡町・大樹町子ども交流事業」に４０５万９，０００円を計上しております。

３点目に、産業雇用の分野でございます。継続事業といたしまして、地域経済の活性化

対策として本年度実施いたしました「住宅リフォーム促進事業」に、引き続き５００万円

を計上しております。また、観光振興のための施策といたしまして「よしおか再発見ウォ

ーク」に１６万円計上したほか、「観光ＰＲ」のための費用として１９８万１，０００円

を計上しております。

４点目に、自然環境の分野でございます。継続事業として、「住宅用太陽光発電システ

ム設置補助金」に６００万円、「資源ごみ回収事業補助金」に５４９万２，０００円を計

上したほか、「浄化槽設備整備事業補助金」に５７８万円を計上しております。

５点目に、安全便利の分野でございます。新事業といたしましては、大久保地内の午王

頭川親水公園の整備、消防団無線のデジタル化がございます。「午王頭川親水公園」につ
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きましては、基本構想策定費用として３２４万円を計上し、町民の意見に耳を傾けながら

整備構想を策定してまいります。「消防団無線のデジタル化」につきましては、事業費と

して１，００３万６，０００円、これに対する財源といたしましては、町債９４０万円を

計上しております。町債につきましては、交付税算入比率が７０％の緊急防災・減災事業

債と、交付税算入率が５０％の防災対策事業債を活用しております。継続事業である「橋

りょうの長寿命化」につきましては、１５橋分の詳細設計費用に１，０００万円、６橋分

の工事費に２，０００万円の計３，０００万円を計上し、財源といたしましては国庫補助

金１，６５０万円を計上しております。また、明治小学校の通学路である町道明小・北発

地岡線の拡幅事業費１，９６１万５，０００円を含む道路の新設改良費として５，４４１

万４，０００円、道路の維持補修費として１，７４０万円を計上しております。

６点目に、町民行政の分野でございます。新規の予算といたしましては、「総合計画後

期基本計画の策定」費用に、２４７万７，０００円を計上しております。前期基本計画の

取り組みについて、しっかりと結果の検証・分析を行い、将来を見据えた中で、今後５年

間の計画を策定してまいります。

最後に、当初予算ベースでの平成２７年度末の財政調整基金及び町債の残高につきまし

ては、財政調整基金残高が１８億４，３４９万６，０００円、町債残高が４９億８，７３

２万１，０００円となっております。町債収入につきましては、対前年度４１．８％、１

億２，５３０万円の増となっておりますけれども、借入額を返済額よりも少なく抑えるこ

とで、平成２７年度末の町債残高の予定額は、平成２６年度末予定額から１．３％、６，

５９５万７，０００円の減となっております。また、平成２７年度に借り入れを行う町債

につきましては、交付税算入率の高い緊急防災・減災事業債、防災対策事業債を活用する

ことにより、借入額４億２，５３０万円の７３．５％、３億１，２５８万円が交付税算入

される見込みとなっております。

以上、本予算は、第５次総合計画の前期基本計画の施策を確実に達成するとともに、こ

の５年間の検証をしっかりと行い、新たな後期基本計画の５年間へとつなげ、「将来に責

任を持てる行財政運営」を推進していくための予算といたしました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。

なお、詳細につきましては、財務課長をして説明をさせますので、よろしくお願いを申

し上げます。

議 長（近藤 保君） 小渕財務課長。

〔財務課長 小渕荘作君発言〕

財務課長（小渕荘作君） それでは、予算書の５ページをごらんいただきたいと思います。

それでは、第１条でございますが、総額は歳入歳出それぞれ６４億７，９００万円と定
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めたいものでございます。前年度当初予算と比較しますとプラス２．５％、金額にします

と１億５，９００万円の増となるものでございます。第２項歳入歳出予算の款項の区分及

び該当区分ごとの金額につきましては、「第１表・歳入歳出予算」によるものでございま

す。

第２条の地方債の補正につきましては、後ほど「第２表・地方債」で説明させていただ

きます。

第３条の一時借入金につきましては、最高限度額を５億円と定めるものでございます。

第４条の歳出予算の流用につきましては、前年と同様でございますので、省略させてい

ただきます。

それでは、予算書の６ページと別冊の平成２７年度一般会計当初予算説明資料の４ペー

ジをあわせてごらんいただきたいと思います。

予算書「第１表・歳入歳出予算」でございます。まず、歳入、１款町税でございます。

説明資料では４ページでございます。１款町税は、対前年比２．１％の増、金額で４，６

２０万８，０００円の増となり、２２億５，１３１万４，０００円を計上させていただき

ました。主なものといたしましては、１項の町民税１０億２、０５９万２，０００円、う

ち町民税の個人２．１％増の８億７，８２４万３，０００円、町民税の法人は５．６％減

の１億４，２３４万９，０００円を計上させていただきました。２項固定資産税につきま

しては、対前年比３．４％増の１０億１，１２８万９，０００円を、３項軽自動車税は対

前年比７．３％増の５，２４９万７，０００円を、４項町たばこ税は、対前年比０．１％

減の１億５，４８４万円を、５項入湯税は対前年比０．７％増の１，２０９万６，０００

円をそれぞれ計上させていただきました。増減内容につきましては、説明資料の４ページ

の右の欄にあるとおりでございます。

次に、６款地方消費税交付金でございます。説明資料では６ページになります。消費税

率８％の適用が通年化することにより３１．６％増の２億５，０００万円を計上させてい

ただきました。

次に、１０款地方交付税でございます。先ほど町長の説明にもありましたように、平成

２７年度から追加される「まち・ひと・しごと創生事業費」は人口増加率等が悪く、地方

創生の取り組みが必要な団体ほど手厚く配分されること、吉岡町の税収の伸びが他市町村

よりも高いこと等を勘案し、地方財政対策の伸び率である対前年度マイナス０．８％より

も減少することを見込み、普通交付税ベースで対前年度３．８％、４，０００万円の減額

を見込んでおります。

７ページをごらんいただきたいと思います。

１２款分担金及び負担金は、対前年比１．５％増、金額では２３４万３，０００円の増



- 104 -

額となる１億６，０６７万１，０００円を計上させていただきました。増減内容としては、

説明資料の７ページにあるとおりでございます。

次に、１４款国庫支出金でございます。説明資料は８ページから１１ページになります。

対前年比６．７％増の、金額では５，１９８万円増額の８億３，０８９万５，０００円を

計上させていただきました。１項国庫負担金は対前年比３．５％減の５億６，１４１万８，

０００円を計上させていただきました。増減内容につきましては、説明資料の８ページ右

の欄にあるとおりでございます。２項国庫補助金は、対前年費３７．４％増の２億６，４

９１万円を計上させていただきました。増減内容につきましては、説明資料の９ページ、

１０ページの右の欄のとおりでございます。

１５款県支出金でございます。説明資料は１１ページから１５ページになります。対前

年比２６．７％減、金額では１億８，４４６万３，０００円の減額となる５億７６１万７，

０００円を計上させていただきました。１項県負担金は、対前年比１．７％減の２億３，

５６１万８，０００円を計上させていただきました。増減内容につきましては、説明資料

の１１ページ、１２ページの右の欄にあるとおりでございます。２項県補助金は、対前年

比４６．７％減、２億２，２４９万９，０００円を計上させていただきました。増減内容

につきましては、説明資料の１２ページから１４ページの右の欄にあるとおりでございま

す。

次に、１８款繰入金でございます。説明資料は１６ページになります。対前年比１６．

９％増、金額では１億５万７，０００円の増額となり、６億９，２９０万９，０００円を

計上させていただきました。主なものは、財政調整基金繰入金で、対前年度に比べ１億３

２万６，０００円増の６億６，２５９万６，０００円を計上させていただきました。これ

により財政調整基金の平成２７年度末における残高が１８億４，３４９万６，０００円を

予定をしております。

８ページをごらんいただきたいと思います。

２０款諸収入でございます。説明資料は１７ページから１８ページにございます。対前

年比１０．６％減、金額では８０１万７，０００円減額となる６，７５５万６，０００円

を計上させていただきました。主なものは、５項雑入で４，９７６万２，０００円でござ

います。増減内容につきましては、説明資料の１８ページ、右の欄にあるとおりでござい

ます。

２１款町債でございます。説明資料は１８ページ、１９ページになります。対前年比４

１．８％増、金額では１億２，５３０万円の増額となる４億２，５３０万円を計上させて

いただきました。内容につきましては、後ほど「第２表・地方債」で説明申し上げます。

次に、９ページをごらんください。
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歳出でございます。説明資料２３ページからになります。また、あわせて説明資料の５

４ページからの主要事業一覧表も参照していただければと思います。まず第１款議会費は、

対前年比２．６％増の金額では２６８万６，０００円の増額となる１億７６３万９，００

０円を計上させていただきました。新規で議会映像配信業務委託１７５万円を計上させて

いただきました。これは議会映像をビデオ・オン・デマンドによりインターネット配信し

たいものでございます。１款議会費については、説明資料の２３ページと同じく説明資料

の主要事業一覧表５４ページにあります。

２款総務費は、対前年比７．５％増、金額では５，６２０万７，０００円の増額となる

８億４１５万９，０００円を計上させていただきました。１項総務管理費は対前年比５％

増の６億３，１０７万３，０００円を計上させていただきました。主なものとしまして、

新規で総合計画後期基本計画策定業務２４７万７，０００円を計上させていただきました。

平成２７年度は、第５次吉岡町総合計画の前期基本計画の最終年度となりますので、前期

基本計画を踏まえ、平成２８年度から平成３２年度までの後期基本計画の策定をしたいも

のでございます。同じく新規で、防犯カメラ設置事業４４５万９，０００円を計上させて

いただきました。公共施設を中心に設置し、効果等を検証し、児童・生徒を初めとする住

民の安心安全に生かしていければと考えております。１項総務管理費については、説明資

料の２３ページから２６ページ、それと同じく説明資料の主要事業一覧表５４ページから

５７ページにあります。続きまして、３項戸籍住民基本台帳費は、対前年比２４．１％増

の３，９４８万４，０００円を計上させていただきました。増減内容につきましては、説

明資料の２７ページ右の欄にあるとおりでございます。

３款民生費でございます。説明資料は２８ページから３１ページになります。対前年比

１０．７％減、金額では２億５，５６２万１，０００円の減額となる２１億２，４７４万

７，０００円を計上させていただきました。１項社会福祉費は対前年比５．１％減の１０

億７，５０８万６，０００円を計上させていただきました。１項社会福祉費につきまして

は、説明資料の２８ページ、２９ページ、それと同じく説明資料の主要事業一覧表６２ペ

ージから６７ページにございます。２項児童福祉費は対前年比１５．９％減の１０億４，

９６０万３，０００円を計上させていただきました。新規で産前・産後サポート事業１９

万円でございます。育児・家事等の支援を必要とする産前・産後期の母親の精神的・肉体

体負担を軽減し、安心して育児や日常生活が送れるように支援するものでございます。同

じく新規で、施設型給付費２，３２１万１，０００円を計上させていただきました。子ど

も・子育て支援新制度は平成２７年４月１日より施行されるのに伴い、従来ばらばらに行

われていた認定こども園、幼稚園、保育所等に対する財政支援が共通化されたことによる

ものでございます。２項児童福祉費につきましては、説明資料の３０ページ、３１ページ
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と同じく説明資料の主要事業一覧表６７ページから７１ページにございます。

続きまして４款衛生費でございます。説明資料は３２ページから３４ページになります。

対前年比３．０％減、金額では２，２１７万１，０００円の減額となる７億５７３万円を

計上させていただきました。１項保健衛生費は対前年比３％減の５億３，０２６万７，０

００円を計上させていただきました。継続事業でわかば健診事業２３１万７，０００円と

がん検診事業３，１３９万４，０００円を計上させていただきました。本年度より受診率

向上に向けて負担金の無料化を行うものでございます。１項保健衛生費につきましては、

説明資料の３２、３３ページ、それと同じく説明資料の主要事業一覧表７２ページから７

３ページにございます。続きまして２項清掃費は、対前年比３．３％減の１億７，５４６

万３，０００円を計上させていただきました。２項清掃費につきましては、説明資料の３

４ページと同じく説明資料の主要事業一覧表７４ページにございます。

次に、６款農林水産業費でございます。説明資料の３４ページから３６ページになりま

す。対前年比０．５％減の金額では１６５万６，０００円の減額となる３億１，５１７万

円を計上させていただきました。１項農業費は対前年比０．１％減の２億９，９０７万４，

０００円を計上させていただきました。１項農業費につきましては説明資料の３４ページ、

３５ページ、それと同じく説明資料の主要事業一覧表７５ページから７８ページにござい

ます。

次に、８款土木費でございます。説明資料は３７ページから４１ページになります。対

前年比９．４％の増の金額では５，０６６万３，０００円の増額となる５億９，００１万

３，０００円を計上させていただきました。

予算書の１０ページをごらんください。

２項道路橋りょう費は対前年比５１．２％増の１億７，３４９万円を計上させていただ

きました。２項道路橋りょう費につきましては、説明資料の３７ページから３９ページと、

同じく説明資料の主要事業一覧表の８０ページにございます。次に、４項都市計画費は対

前年比０．９％減の３億８，９３７万４，０００円を計上させていただきました。新規で

午王頭川親水公園整備事業３２４万円を計上させていただきました。県の河川改修計画と

協調し、町民が川に親しむための親水公園を整備するための基本構想を策定するものでご

ざいます。４項都市計画費につきましては、説明資料の４０ページと同じく説明資料の主

要事業一覧表８１ページから８３ページにございます。

１０款教育費でございます。説明資料は４２ページから４７ページにございます。対前

年比６１％増、金額では３億４，８５７万４，０００円の増額となる９億１，９９８万２，

０００円を計上させていただきました。２項小学校費は対前年比５２．８％増の１億５，

１７３万２，０００円を計上させていただきました。新規で駒寄小学校トイレ改修事業４，
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４４２万１，０００円を計上させていただきました。和便器を洋便器に、床も湿式から乾

式へ交換・改修するとともにバリアフリー化を行うものでございます。次に、継続事業で

学校給食事業特別会計繰出金１，４３９万１，０００円を計上させていただきました。児

童１人当たり月額５００円であったものを４５０円加算し、９５０円とするものでござい

ます。また、今回の拡充に合わせまして、保護者からいただく給食費の引き下げも行うも

のでございます。２項小学校費につきましては、説明資料の４２ページから４４ページと

同じく説明資料の主要事業一覧表８４ページから８５ページにございます。次に、３項中

学校費でございます。対前年比４．９％減の７，３１０万６，０００円を計上させていた

だきました。継続事業で学校給食事業特別会計繰出金７３７万８，０００円を計上させて

いただきました。先ほどの小学校と同じく、生徒１人当たり４５０円加算し、９５０円と

するものでございます。また、今回の拡充に合わせまして、保護者からいただく給食費の

引き下げも行うものでございます。３項中学校費につきましては、説明資料の４４ページ

から４５ページ、それと同じく説明資料の主要事業一覧表８５ページにございます。４項

社会教育費は、対前年比５％増の１億４，０５０万５，０００円を計上させていただきま

した。４項社会教育費につきましては、説明資料の４５ページ、４６ページと、同じく説

明資料の主要事業一覧表８６ページにございます。次に、５項保健体育費は、対前年比６

３２．２％増の３億２，５３６万８，０００円を計上させていただきました。新規で社会

体育館改修事業１億６，９２８万円を計上させていただきました。防衛省の補助事業を活

用し、利用者の活動環境や安全性の向上及び施設の長寿命化を図るものでございます。次

に、継続事業で八幡山グラウンド拡張事業１億２，１７２万４，０００円を計上させてい

ただきました。用地買収及び補償等と文化財事務所の移転のための実施設計を行う予定で

ございます。５項保健体育費につきましては、説明資料の４７ページと同じく説明資料の

主要事業一覧表８７ページにございます。６項給食センター費は対前年比５．５％増の９，

８４４万５，０００円を計上させていただきました。新規で蒸気回転釜等改修事業２，４

７８万円を計上させていただきました。６項給食センター費につきましては説明資料の４

７ページと同じく説明資料の主要事業一覧表の８８ページにございます。

次に、１２款公債費でございます。説明資料は４８ページになります。対前年比１．０％

増、金額では５３２万８，０００円の増額となる５億５，６１４万９，０００円を計上さ

せていただきました。

それでは、予算書の１１ページをごらんいただきたいと思います。

「第２表・地方債」でございます。

平成２７年度に予定しておりますのは６件でございます。１つ目は、臨時財政対策債、

当初予算ベースで対前年比３，０００万円減の２億７，０００万円でございます。２つ目
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は、緊急防災・減災事業債における南下城山防災公園事業５，２４０万円、３つ目は、同

じく緊急防災・減災事業債における消防無線デジタル化事業６００万円、４つ目は、防災

対策事業債の消防無線デジタル化事業３４０万円、５つ目は、学校教育施設等整備事業債

の駒寄小学校トイレ改修事業２，２２０万円、最後が、一般補助施設整備事業債の社会体

育館改修事業７，１３０万円の６件を予定しております。起債の方法、利率、償還の方法

につきましては、記載のとおりでございます。

以上、雑ぱくでございますが、平成２７年度一般会計予算の町長の補足説明とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） ２番金谷です。何点かご質問をしますので、よろしくお願いします。３回

ですか。ということで１０点ほど質問をさせていただきます。

まず１番目ですけれども、この八幡山グラウンドの文化財管理事務所というか、そこの

移転費用のこの補償費の６，２７０万円、この辺のこれは昨年度移転で残ってしまったも

のなのか、新たに移転補償費ということで計上されているのかどうか聞きたいんですね。

文化財のあそこでいろいろと拠点になっているわけですけれども、この辺のところをちょ

っとお聞きしたいんですが、展示等も併設されたようなものがつくられればいいなという

ふうに思うんですけれども、ただ、今、文化財のさまざまな展示場が非常に不評でござい

ます。赤城村もそうなんですけれども、そういったところでなかなか見に来てくれないと。

文化センターの近くのほうがそういったものが併設されていていいんじゃないかという話

も専門家の方からお聞きしますが、この移転補償費ですね。

２つ目です。防災公園計画について、昨日も町長から話がありましたが、残った４億５，

０００万円を５，０００万円ずつぐらい毎年少しずつかけながらゆっくりやっていくんだ

というようなお話がありました。そうなりますと、３０年ではそこまでは完成しないんだ

なというふうに思います。その辺をところをちょっとお聞きしたいんです。

それから、給食費の関係ですが、一般質問で小池議員のほうから無料にしたほうがいい

んじゃないか、全額。それに対して、町長のお言葉もあって、その流れの中ではっきり言

いますと、今までの倍ぐらい安くなる、払わなくていいという、それが計上されているわ

けですけれども、その町長の答弁の前後、要するにそういう機運があって今より負担を減

らすために倍増すると補助を。そういうふうな考えがあったのかどうか。その場でお答え

が相対の中で思いついたのかどうか。要するにいろいろな審議会もありますから、そうい
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う答申あって、こういったものが決定されると思うんだけれども、町長の思いがそこであ

ったのかどうか。

それから４つ目です。ふるさと納税についてですが、伊香保温泉等を活用とか、いろい

ろとあると思うんですね。中之条町に四万温泉というのがあって、そこが非常に人気があ

って、そういう施設を売り出して、ふるさと納税をつけていると。例えば、吉岡の場合、

伊香保下に、さまざまな吉岡町の施設もあります。そういったものを伊香保温泉とセット

で特に吉岡町の西部地域のさまざまなそういったものと結びつけてやっていけば、吉岡の

宣伝にもなるし、あるいは畜産物等も吉岡町のほうもブロイラー。豚肉、こういったもの

も、牛肉、こういったものもありますので、そういったものも活用できるんじゃないかな

と。これが１００万円となっていますが、この辺のところはもう少し検討されたのかなと

いうことでお聞きしておきたいんですが。

それから、インターの規模ですけれども、これはことしはそれほどお金はかからないわ

けです、５つ目ですが。先日池端地区で説明会があったときに伺いました。反対だという

方が３名ほどおりました。この計画では私は南新井線のほうも私も地権者なんだけれども、

反対したいというふうなことを言っておられました。私のほうはこんな質問をしました。

「東側に大きな商業施設があるのはご存じですか」と、そして「この車が入るか入らない

か、これが大変なことになりますよ」という話をしましたら、こんなことをネクスコの方

が言っていたんですが、直接そういう施設に入れることも今の法律では可能だと。その商

業施設に目的に来た方を直接そこの施設の駐車場に入れることも可能なのでというような

話を最後のほうでしておりました。この辺のところのインターの規模についてはもう少し

検討の余地があるのかどうか。そういう商業施設についてはなかなかネクスコのほうも理

解していないんじゃないかなという気がしました。

６つ目です。大樹町との子供の小学生の自然体験の交流ですけれども、これはやはり最

終的にはくじで決めるのかどうか。この辺のところです。

それから７つ目ですけれども、親水公園整備ですが、私のほうの方々も非常にこれは敏

感になっております。西部のほうの大きな公園が完成していないという状況の中で、この

地域の方に耳を傾けるというふうなことですが、予算も立てたようなんですけれども、一

つずつ解決していかなければならない中で、こちらのほうにもこういうふうに振られたの

で、いいことなのかどうかわからないんですが、親水公園はここの近くにありますが、そ

の後の活用を地元に完全に投げ出してしまうと、なかなかまたそれが吉岡町でイベントを

開いたりとかそういうことができないとなかなかつらいのかなというふうに思っています。

それから、８つ目ですけれども、温泉の関係ですけれども、温泉事業の中でたくさんの

町のほうからお金が行っております。振興公社でございます。この公社についての責任者
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がいろいろな選挙の場面で演壇に立ってお話をされる場面も見ておりますが、こういった

ことが町民全体から見て、どうなのかと。その辺は、町長もそこにかかわっておりますの

で、温泉のほうに業務に精励していただければというふうに、そんなご意見もございまし

た。この辺のところをお聞きしたいです。

それから１０番目ですけれども、医療費の関係で、子供の関係、中学生までの医療費、

無料化になっていますが、やはり町民の中で２億円程度のこの財源を県と吉岡町で生み出

すと。その中でこういう施策をするとやはりペナルティーもあるというその辺のところも

やはり町民が知る中で、子供たちを育てていくんだということも必要かなと。要するに給

食費も無料化ということで、選挙で当選した方が実際になかなか実現できない。なぜかと

いうと、国のほうが「そんなんだったら、お前、交付金出さないぞ」というふうに言われ

るとびびってしまうと。要するにここもやはりそういう裏づけがあって、これが実現して

おります。今回の監査報告書にもそのペナルティー部分のお金が一般会計のほうに繰り入

れられているという、その数字も書かせてもらいました。この辺のところも承知する中で

皆さんでやっていったらどうかというふうに思います。

それから１１番目です。健康づくり№１プロジェクトですけれども、今までのような群

馬大学クラブというところに委託するような、そういう事業からは転換されたのかどうか

お聞きしたいんです。

以上、１１点ありますが、よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 多くの質問をいただきましたけれども、まず１点、八幡山グラウンドの件

について申し上げます。ちょっと今金谷議員が勘違いをしているんじゃないかなというよ

うには思うんですけれども、用地取得に５，４１０万円、補償費に６，０２７万円と、こ

の文化財の事務所移転の実施については設計業務委託ということで７００万円でございま

す。この用地取得費、そしてまた補償費については、昨年平成２６年度で承認を得て買う

ということでありましたが、都合上、この平成２７年度にずれ込んだという予算でござい

ます。これは勘違いをしておると思っております。

それから、防災公園のこの５，０００万円、年間５，０００万円ずつかけて少ない金額

で仕上げるということについては、それには変わりはございません。ですから、そういっ

た方向でやっていきたいと思っております。

それから３番目の給食費の付託の件でありますが、小池議員が一般質問で言われる前に、

二、三の方が給食費の件については一般質問でやっていただいていると思っております。

今、小池議員と２人で談合してやったのではないのかというふうな意見に私はとったんで
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すけれども、そういうことではございません。時たま言われると、そういう気持ちも私も

総合的に今までそういう気持ちを持っていました。そういうことで給食費をどうにか段階

的にも下げていってやりたいなというようには思っておりました。そういったことでご理

解をいただきたいと思っております。

それから、ふるさと納税につきましては、昨日の答弁でも行いましたとおり、今、国の

ほうでもちょっと変わった施策を考えていると。脱税のようになるのではないかなという

ようなことも言われております。施策は施策といたしまして、今まで吉岡町はそういった

方向性でやってきたというような中におきましては、議員が言われるような町にはいろい

ろなものの物産があります。そういったこともいろいろなことで考えて、町は町としての

特色を生かしたふるさと納税のやり方も考えていかなければならないとは思っております。

それから、今度はインター問題ではありますが、このインター問題は、やっと２０年を

かけて大型車が乗りおりできるものというような形があらわれてまいります。そういった

中におきましては、当初１２０億円かかるというような中におきましては、今１２億円に

なったと。縮小しながらも、大型車がおりられればいいのではないかというようないろい

ろな意見もございまして、総合的に今の形になったということでございます。当初はもっ

と大型もおりられるのは小さくも大きくも、大きくとるのと、小さくまとめるのというこ

とだけで、コンパクトにできたインターができるのではないかなと。商業地の敷地内に入

れる入れないは別にいたしまして、入れる余地があるもののインターではないのかなとい

うようには思っております。

それから、大樹町との交流の件につきましては、教育委員会のほうで答弁をさせていた

だきたいと思っております。

８番目の親水公園の地域の件でございますが、この親水公園は午王頭川を県の土木のほ

うがあそこを改修すると、やってくれるということの中において、駒寄地区はもちろん吉

岡地区でもあれほどの自然が残っている場所はないというようなことで、地域のほうから、

あそこに一つの公園をつくっていただけないかというような話は前々からございました。

そういった中におきまして、平成２７年度は調査研究予算をつけて、どういった形のもの

ができるかということをやっていきたいというように思っております。金谷議員が言われ

るように、地域の方々がいわゆるいろいろなことでやっていただくならば、そういったこ

とで方向性も出るんでしょうけれども、これからは公園といったものについては、ボラン

ティア関係の方にやっていただければ幸いではありますが、当初上野田公園ができるとき

にも地元の自治会の方々が我々がやるよというような声も出たんですけれども、それが自

然的になくなってしまったというような形で、今は業者関係に任せているというのが実態

であります。
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それから、温泉の件でありますが、責任者が私の選挙にあれに立ってやっていると……。

（「前回、県議選のときにも」の声あり）いやいや、町長って言ったから、（「町長って

言っていない」の声あり）いやいや、言ったよ。もとい、そういったことで演壇に立って

いるというようなことでございますが、よく精査をしながら、間違ったことであるならば、

町として責任者に報告をして、やめるように伝えます。

それから、医療費のペナルティーという意味のことが出ましたが、町は町としていろい

ろな施策をする中において、ペナルティーというようなことはほぼないのではないのかな

と、私は思っております。先日も国のほうから職員の給料を削減しろ、議員の給料を削減

しろ、町長の給料を削減しろというようなことでやったときにも、ペナルティーがあると

いうようなことでおったんですけれども、我々三役は一応削減をしたというような中にお

いては、職員は私は考えて、いろいろな面でこの削減をするということは大変なことだと

いうようなことで、また、吉岡町の職員は県下でも一番少ない人数でやっているというよ

うな中においては、下げる状況ではないということだったんですけれども、それもペナル

ティーはございませんでした。あるとすれば、１５万円ぐらいちょっと影響するものがあ

ったのかなというようには、そのくらいだね。１５万円ぐらいのペナルティーがあったの

かなというようには思っております。

最後に、健康Ｎｏ．１の群大とのつながりは今も持っているのかということですけれど

も、この平成２７年度からは、お世話になりましたけれども、これからは町独自の特色を

生かしたこの健康Ｎｏ．１づくりをやっていくということで、群大のほうとはこの平成２

６年度で終わらせていただいたというのが実態でございます。

ちょっと抜けた点があろうかと思いますけれども、そちらについてはまた補足答弁をさ

せます。

議 長（近藤 保君） 教育長。

〔教育長 大沢 清君発言〕

教 育 長（大沢 清君） それでは、金谷議員の大樹町の交流に関しまして、選考方法についてご質

問をいただいたわけですけれども、まず、大樹町の向こう側で受け入れる人数もございま

す。それで、３０名ということでやらせていただいておるわけですけれども、向こうの施

設の受け入れが３０人が限度だという、そういうことを伺っております。

それから、開催する時期でございますけれども、ちょうど８月の盆休みの後の日曜日あ

たり、子供たち、大変忙しいものですから、時期的にその辺でないとできない。本来であ

れば大樹町の子供たちが夏休み中ということで、子供の交流もうまくいくんでしょうけれ

ども、８月２０日ごろになりますと、もう北海道は夏休みが終わってしまうと。本来であ

ればこちらの子供たちの夏休み、大樹町の子供たちの夏休み、その時間に交流ができれば
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いいんですけれども、お互いにちょうどうまく合うというのがその辺のところ、そういう

ところで実施をさせていただいております。

それで、選考方法についてでございますけれども、昨年度が応募があったのが５１人で、

実施が３０人募集したわけですけれども、２人が欠になったということでございますけれ

ども、選考方法についてそれがベストかどうかということになりますと、ちょっといろい

ろ検討しなければならないかというふうに思いますけれども、今のところは抽せんでやら

せていただくのがいいのかなと。ほかにもいろいろあろうかと思いますけれども、それに

関しまして、選考方法について特に何かご意見等、ご異議等を伺っているということは今

のところございませんので、できればその方法で今やらせていただきたいと。そんな考え

方でおりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） ２番金谷です。ちょっと私も勘違いしているのかなと思うんですけれども、

監査委員のほうで意見書が７分の７ということで出ているわけですけれども、福祉医療の

実施に伴う国庫負担金削減分繰入金４７７万５，７９０円は、群馬県と県下市町村が独自

に制定したというふうなことを、中学生までの医療費無料化と書いてあるんですけれども、

これは私の勘違いなんでしょうか。群馬県と吉岡町が各町村が負担するというような形で

出ているんですけれども、この辺の捉え方は、監査委員として私も不適切だったのかどう

か、お聞きしたいんです。

議 長（近藤 保君） 福田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 福田文男君発言〕

健康福祉課長（福田文男君） 福祉医療への福祉ペナルティーの部分になってくるわけですけれども、

これにつきましては、国のほうから福祉医療の実施に伴う国庫負担の削減分ということの

補助ということでございます。それが削減されているという部分ですけれども、今年度に

ついては９４７万４，７９０円、これが削減分と。これに対する繰り入れという形でこの

事業のほとんどが県の補助事業でございます。県のほうから半分の部分のところがあるわ

けですけれども、それが４６９万９，０００円、残りの４７７万５，７９０円、これが吉

岡町の負担部分ということで、一般会計から繰り入れされております。以上です。

議 長（近藤 保君） 金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 例えば思い切って給食費無料化というふうにそういった首長選挙のときに

公約として出されて、それが実現しないと。議会からも批判を受けていると。この辺のと

ころはやはり財源がないとかあるとかじゃなくて、地方交付税がどういうふうに使われる
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かというのは、国でも見ているし、そういったところもあると思うんですね。そういう中

で、実際に始めようとしたら、国からもこれは困るよと。ほかの町村ができないだろうと。

おたくの町村だけでやれるのかいというようなことが、県や国からも多分助言が来るんだ

と思うんですね。これは石関町長もこの無料化ということで立ち上がったわけです。これ

はすばらしいことだと思います。ただ、これが県が追随してくれたからよかったけれども、

これが県がもしこれに追随しなければ、何らかの形でまたそれが浮き上がってくることも

あったと思うんですね。本当にまた大澤知事さんがその段階でこれを決断してくれたので、

非常にありがたかったなというふうに思います。

ただ、町民もそういった中で、子供たちを育てているんだという意識を持たなくちゃな

らないと思うんですね。ですから、こういったところにもやはり目を向けていかなければ

ならないのかなと思います。わずかな金額ではないと思うんですが、町民にもこのことを

みんなで負担しているんだというようなことが、少しでもわかればいいかなというふうに

思ったわけです。それは私の勘違いじゃないということでよろしいでしょうかね。ペナル

ティーじゃないけれども、削減分はあるんだということでよろしいでしょうか。

議 長（近藤 保君） 福田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 福田文男君発言〕

健康福祉課長（福田文男君） 一般会計から繰り入れております。以上です。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

齋木議員。

〔１４番 齋木輝彦君発言〕

１ ４ 番（齋木輝彦君） 町が抱えている３つの大きな事業について、１つについてお伺いしたいと

思います。まず、八幡山グラウンドの拡張なんですけれども、これ、あっちこっちから要

望があって応えてくれたわけなんですけれども、本年度予算が文化財の移転とか、立木補

償を含めて１億２，１７２万４，０００円という計上されているわけなんですけれども、

これについて、補助金、防衛の補助事業とか、あるいは文科省の補助事業に交渉はしてい

たんだとは思うんですけれども、該当するものがなかったのか。

そして、また今後この事業を拡張して進めていく中で総額でどのくらいかかるのか。全

部一般財源から町からのこれ持ち出しに今後なってしまうと、かなりの額になってしまう

かと思うんですけれども、その辺についてまずお伺いしたいと思います。

議 長（近藤 保君） 大澤教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） 八幡山グラウンドの拡張事業につきましては、現在のところ単

独事業ということで進めておりまして、いろいろな補助金につきまして研究、調査してい



- 115 -

るところですが、なかなか補助率の高い補助金というのが今のところちょっと見当たらな

い状況でして、今後またいろいろ調査等を行いたいと思いますが、現在の段階では単独事

業ということで行っております。今後いろいろ検討していきたいと考えております。

議 長（近藤 保君） 齋木議員。

〔１４番 齋木輝彦君発言〕

１ ４ 番（齋木輝彦君） 年数と総額では単独事業としてやっていく中で、どのくらい見越しておく

のか、それについて、できれば町民からは早く下げて、あそこは多目的であるけれども、

使わせてほしいということなんでしょうけれども、大枠の額をどのくらい見ているのか、

その予算と単独一般会計からも出すわけですけれども、その中で年数とおおよそでいいで

すからお願いします。

議 長（近藤 保君） 教育長。

〔教育長 大沢 清君発言〕

教 育 長（大沢 清君） ただいまの齋木議員のご質問でございますけれども、前にもちょっとお話

をさせていただいているかというふうに思いますけれども、グラウンドを整備するのに当

たりまして、懇談会でいろいろなご意見をいただいております。それをご意見をいただい

たものをもとに、今基本設計を作成しておりまして、今年度中に完成する予定でございま

す。その中で、大体の総額で需要額等の額もそこである程度算出できるのではないかなと

いうふうに考えておりますけれども、何せ今のところなかなか先ほど局長申し上げました

ように、うまい補助が、文科のほうの補助ではなかなかそういった補助が見つからないと

いうことでございますので、できるだけ総額の事業費を下げる。この部分が落とせないか、

要するに懇談会ではいろいろな意見をいただいておりますけれども、実際の実施に当たっ

て、どの部分が削れるだろうかと、そのところを検討させていただいて、最終的には６億

円から７億円ぐらいでできればいいのかなというふうに考えて、本当に個人的な考えにな

ってしまいますけれども、そのくらいでできればいいのかなというふうに考えております

けれども、きちんとグラウンドのつくり方だとか、そういうことによって相当差が出てき

ますので、その辺も最小限このくらいのところで仕上げれば、このくらいでできるのかな

なんていう、そんなところも一応検討させていただきまして、その辺のところで仕上がれ

ばいいかなというふうに考えておりますけれども……。

それで年数でございますけれども、前にもお話しさせていただいているかというふうに

思いますけれども、できるだけ現在のところ、利用しながらグラウンドの整備ができれば

いいなというふうに考えておりますので、多少時間的にはかかるかなというふうには思っ

ております。場合によっては４年とか、５年とかかかるのかなというふうに考えておりま

すけれども、いずれにしましても、そのどういった予算がつけていけるかな、場合によっ



- 116 -

てはどんなこれから補助が見つかるかなと探しているわけですけれども、なかなか今のと

ころは見つからないということで、その辺のところで、うまい補助でも見つかれば、時間

も短縮できるかななんて、そんなふうに考えているところでございます。以上です。

議 長（近藤 保君） ほかにございますか。

神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） １点だけお伺いします。

予算書の２２ページに、国庫支出金、６目に、総務費国庫補助金、この項に社会保障・

税番号制度国庫補助金というのは、一千百何万円か入っています。それからその下にも通

知・個人番号カード７００万円余り入っておりますけれども、この社会保障・税番号制に

ついて、どんな制度なのかお伺いします。マイナンバーということはよく新聞に出ていま

すけれども、その点についてお伺いします。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） このマイナンバー制度でございますが、先般も新聞報道でありました

ように周知がまだ十分ではないというような報道があったようでございます。３月からは

テレビのほうでもこのマイナンバー制度の周知を図るための番組等が流れているようでご

ざいます。１２桁の数字を個人番号に振ってこれから社会保障、税、それから災害時対策、

こういった各分野に運用していこうという制度でございます。現在は、そのシステムの構

築等を各自治体では進めておりますし、当然、国のほうでもこの基本となるべきシステム

の構築をしているところでございます。町では、町のシステムの構築に必要なものを国の

補助をいただきながら進めておりまして、順調に構築のほうはできているところでござい

ます。実際には平成２７年の１０月をめどに番号を各人に通知するということで計画を立

てておりまして、来年の平成２８年１月からこのカードを配付していくというような順序

で今この準備を進めている段階でございます。

議 長（近藤 保君） 神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） よくわからないんですけれども、このナンバー制度ができますと、社会保

障と税ということ、税のほうはわかるんですけれども、メリットの面が、どんなあれが住

民のほうのメリット、それから行政側のメリットが出てくると思うんですけれども、これ

ができるとどんなメリットがあるのかどうか、いろいろ個人番号ですから、そういう漏れ

るリスクも出てくると思うんですけれども、何かその辺の、税のほうはわかるんだけれど

も、社会保障はじゃあどんなあれにそのナンバーが使われるのかどうかですね。その辺の
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ところがよくわからないんで、教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 大井町民生活課長。

〔町民生活課長 大井 力君発言〕

町民生活課長課長（大井 力君） このカードにつきましては、今現在、国としてもそのシステムの

構築等を最近ですけれども、新聞にも載っているんですけれども、まず自分の知り得ると

ころでは、何かの申請、福祉の申請、その他、申請のときにそのカードの番号、住民票の

添付、その他の添付が要らなくなるということは知り得ています。それ以外につきまして

は、まだ正式には自分のところには入ってきてはいないんですけれども、ある程度の書類

が省けるということはございます。それで、神宮議員が言われたように、外にその番号が

出てしまうと。そういうことについても、今、吉岡で言いますとＧＣＣですけれども、リ

ハーサルですか、先月の２月からリハーサルを始めて、こういうことになりますという方

法等は今担当のほうと進めています。詳細については、大変申しわけないんですけれども

……、医療のほうもありますので、その点について健康福祉課長よりお願いします。

議 長（近藤 保君） 福田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 福田文男君発言〕

健康福祉課長（福田文男君） 医療、あるいは年金のほうの関係になりますけれども、手続的な部分

については、今、担当課長のほうからは説明ありましたとおり、カード制になるというこ

とで、以前年金のほうの関係で不備等がありまして、年金支給についての影響がございま

した。そういった部分の改善もある中で、進めている事業でもありますけれども、医療の

関係につきましても、同様にそのカード制になった場合、制度上においても、また手続上

においても便利になるということでございます。こちらのほうとしても、現在の情報等で

はこういったところのものでございます。以上です。

議 長（近藤 保君） ほかに。

神宮議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） 行政事務にも効率的なものだと思うんですけれども、予算ももう計上され

て、支出にも出ている総務費では電算構築とかいろいろなあれが出ていると思うんですが、

ぜひとも町民にシステムをよく町の広報や何かでも教えていただいて、それから個人情報

についてもこういうのは大丈夫だということでその辺もよく周知していただければという

ふうによろしくお願いします。終わります。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕
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１ １ 番（岸 祐次君） 平成２７年度の予算編成に当たりまして、留意された事項についてお尋ね

をいたします。

平成２７年度の予算編成に当たっては、施政方針演説が行われまして、その方針の中で

は、町長の基準財政需要額、昨年平成２５年度で見ますと、基準財政収入金額は約２０億

円でございました。この額については全国平均よりも非常に伸び率が高くなっております。

それから、一方、基準財政需要額につきましては、平成２５年度でいいますと３１億円、

おおむね全国平均の数字になっております。ということで、この差額部分が地方交付税の

交付基準額になっているところです。簡単に言いますと、１１億円になっているところで

ございますけれども、簡単に言いますと収入がふえて、出る分が減ると、当然その基準財

政需要額は減ってくるものですから、地方交付税は減少になりますよということでござい

ます。

すなわち、先ほど予算説明の中でもありましたように、町税については２．１％増、そ

んなことから地方交付税については３．６％減になっていると。当然、これからは地方交

付税の減少は予想されるところでございます。それで、私思うには、やはりこれから地方

交付税が減ってくることについては、そういう中においては、新たな財源の発掘、これが

大変重要と思うところでございます。すなわちいかにその歳入に上積みできるか。そんな

中にあって、やはり国や県の動向を的確に把握し、新たな補助金を含む各制度の活用を図

り、財源を図ることが大事ではなかろうかなと。そう思うところでございます。今回、財

源確保に当たっては、例えば社会体育館の補助率４３．７、あるいは南下城山防災公園の

補助率がありますけれども、それらのことが大変重要でございます。

そこで、平成２７年度の国、あるいは県の事業が入っておりますけれども、これらに対

する例えば、留意されている点、あるいはこの補助をもらうために努力された点につきま

してご意見等あればお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。要はどのような努

力、どのようなことでこの予算編成に当たったか、そのことについてお伺いをいたします。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 今回の交付金、国からの国庫補助金だとか、いろいろな面については、今、

ちょっと交付税を減らされているというような中においても、この消費税率の５％から

８％の引き上げ、これも大分大きいものかなというようには思っております。普通交付税

ペースが先ほども申し上げたとおり、３．８％、４，０００万円の減額という中において、

約６，０００万円ふえていると、消費税関係が。そういったことでそれも救われているの

かなというようには思っております。あとは防災公園だとか、いろいろなことについては、

防衛省のいろいろな面の交渉によりまして、大分多目の予算をいただいているというのが
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実態ではございます。町は町としてできることはやっていきたい。いかにものをつくるの

に安くつくるかということは、町としては努力はしているつもりではございます。

そういったことでいろいろな面でこの予算を組むときには、当初１２億円ぐらい足りな

いものが上がってきたということですけれども、最終的には６億幾らということで、財政

調整基金を取り崩してやって、これからこの平成２７年度の予算ができたということでは

ございます。そういったことでいろいろな面で努力はしておるわけですが、それは当たり

前のことでやらなければならないものについては一生懸命やっていくと。

先ほどから八幡山公園のことも出ておりますが、自主でやるのではなく、どうにか何か

補助金がないかなということで今教育長が言われたとおりなんですけれども、そういった

面もたとえ１，０００万円、５，０００万円であっても、そういったところにいいものが

あれば、やっていかなければならないなということで、努力はしているところでございま

す。

議 長（近藤 保君） 岸議員。

〔１１番 岸 祐次君発言〕

１ １ 番（岸 祐次君） せめてやはりさっきも言ったように社会体育館については、民生安定事業

ということで、４３．７％の補助率の高い事業をやっています。あるいは南下城山防災公

園についても約４７％を超えていますけれども、そういう事業というのがこの吉岡町にと

っては非常に大事かなと。たまたま八幡山公園については今まだ補助率がない事業という

ことでありますけれども、これからの吉岡町にとってやはりそういうものを努力して獲得

して、こういう予算編成をやる。これが大事かなと、そう思うのでございますので、今後

も県、国の動向をよく見ながら、財源の確保に努められたいということで、終わります。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） それでは、３点質問をいたします。

まず第１点目でありますけれども、８款４項２目の都市施設費の中におきまして、午王

頭川の親水公園の整備基本計画構想ということで、まず調査費、調査をするということな

んですね、設計ですか。ということであるんですけれども、当然のことですけれども、構

想の策定業務というふうになっていますね。そうすると、まずは町にどのような考えがあ

るかというのが１つありますよね、構想の中で。まず少なくとも町にこういう考えがある

んだと。ここでは策定業務で業務委託をするんでしょうけれども、そうなると、構想があ

って、だからこんな構想があるから３２４万円を出して、それで策定業務をしていただく

と。こういうときには必ず自分たちが考えてやるわけですよね。でも、自分たちの考えが

あるんですけれども、これが私たちには全く見えてこない。これはいつそれが示されるの
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か、こんな構想があるんだけれども、これをそれらのものでつくろうとすると、どのくら

いかかるか、どういうふうにするのかというので策定業務だと思うんですよ。だから、ま

だそれもちょっと示してほしいというのが１つあります。

それと、１７目の中に公有財産購入費という中で、用地買収費の中に南下城山防災公園

というのが１億数千万円ありますけれども、これも同じなんですけれども、きのうの町長

の施政方針に対する質問でも行ったんですけれども、全体像がまだ見えてこないんですよ。

どこまでやるのか、何をするのかというのが。当初はそれだけ４億円ぐらいで土地を購入

しておいて、後から５，０００万円ずつ５，０００万円ずつ、５，０００円万円ずつとい

うことで年次計画を事業を進めていきたいというんですけれども、じゃあ実際にはそれが

全部仕上がるとどういうものができるかというその構想というものがまず先にあって、そ

れに到達するための今年度はこれですというふうに示されるとわかりがいいんですけれど

も、でもそこのところもやはりおぼろげなんですよ。

これから先を見据えた場合に、防災公園というのはちょうど４年前になりますけれども、

３月１１日の東北の大震災がありました。人が想定していなかったことが起きるというの

が災害ですから。この辺で言うと、どういう災害が起きるのかわかりません。今は竜巻が

起こったり、集中豪雨が起こったり、吉岡町でも８０ミリを超す豪雨があったようなこと

がありますから。そういうものに対して備えておくことは大事だと思います。二、三日前

にＮＨＫの中で、あのときヘリコプターが四十数機飛来して、救助に当たったと。私は今

までヘリポート２つなんて要らないなというふうに思っていたんですけれども、ああいう

場面を見ると、つくっておいて、それが日常どういうふうに使われているかで、それが駐

車場として日常は使っていて、来るには別に２つあっても、日常どういうふうに使われて

いるかで、そんなにそんなにヘリコプターが来るからといっても、特別うんと金がかかる

わけじゃなくて、確かに今ですと、ドクターヘリが来るというときは、ちゃんとしたヘリ

ポートがあればいいんですけれども、ドクターヘリが来ると。そのヘリがおりるというと

きには、先に消防署が行って、水をまいて、それで小石なんかを飛ばないようにしておか

ないと、ドクターヘリもおりられないと。だから、その程度のものが、おりられる程度の

ものというのは、日常的には駐車場であって、２機ぐらいおりても不思議ではないのかな

と。そういう将来的な災害時のことを考えると、必要なのかなというような思いもありま

した。

そういう中で、話は先に戻りますけれども、そういうことを勘案する中で、吉岡町の防

災計画というのがきのうの話でも私はまだなかなか見えてこない。全体、総体では、こう

いう計画の中で今ここまで来ましたと。じゃあその中で年次計画でその５，０００万円ず

つが足されていくと、最後にはどうなるのかと。それができたときに、果たしてそれがそ
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こまで必要か必要でないかという議論になると思うんですけれども、それが示されていな

いので、それが見えていないので論議もしようがないというよりも、やっぱりそこは一番

大事なところですから、ぜひとも示すべきではないかというふうに思っております。

それから、午王頭川と南下の親水公園についてお尋ねをしますけれども、それで、先ほ

ど金谷議員とのやりとりの中で、私はそうかなと、ちょっと１点思った部分がありますの

で、改めて聞きますけれども、それは１０款の中の教育振興費の中に学校給食費に対する

一般会計からの繰出金ということで、５００円だったのを月９５０円ぐらい出してあげた

いということで予算計上されております。その中で、金谷議員が先ほど福祉医療に対する

ペナルティーがあるのは、これは私も十分承知しています。ペナルティーあります。しか

し、そのときに学校給食費もあわせてペナルティーがあるんじゃなかというようなことの

質問がありまして、私は学校給食費を町が補助して、それにペナルティーがあるなんてこ

とはないと思うんですけれども、そこら辺はそちらからは答えていませんでした。そこは

あるんだかないんだか、しっかりと答えてください。以上３点です。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） まず、親水公園の都市計画ということですけれども、これも降って湧いた

ような事業ではございません。先ほどからご説明しているとおり、日ごろ町の中に公園を

つくってくれというような意見が大分あります。ミニ公園だとか、いろいろな公園をつく

ってくれというような話で、今、公園と名づくところは結構ありますが、自治会などから

町のほうに来るのは、ちょっとした子供たちが遊べるような小さい公園をつくってくれと

いうようなことは日ごろ言われております。明治地区のほうはそういう小さい公園、陣場

地区、そして小倉地区に２件ほどあります。駒寄席地区には今１件もないんですけれども、

そういったことを頭に入れながらそういった駒寄地区は今商業地域ということで１つの土

地を公園にもしか提供した場合、莫大な金が、商業地域と同じ金を出すとすれば、１反２

００万円ぐらいの土地を提供してそこから利益を上げるというようなことをやっていると。

そうすると、駒寄地区においてもし公園をつくるということになると、今、町は消防署で

あれ、今ミニ公園であれ、何であれ、町が借りてやるということになると１反５０万円で

借り受けております。そういった中で、消防署もそうなんですけれども、消防のあるとこ

ろも全部そうなんですけれども、こちらもそういったことで全部借り受けてやっていると

いうことになると、駒寄地区でそういうミニ公園をつくるということになると、漆原地区

は別といたしましても、大久保地区は大変なことになるのかなと。提供してくれる人がい

れば、それは結構ですけれども、町がそこのところに商業地域に貸しているお金と同じよ

うなお金は町では出せないというようなことに相なれば、おのずとしてちょっとミニ公園
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的な小さいものは余りできないのかなというようには思っております。

そういった中において、時たま寺下地区のほうからいろいろなことから、あそこは自然

的なものがあると。あそこにつくっていただけないかということで今言った県の土木があ

そこを工事をするということに鑑みて、県のほうに言いましたら、じゃあそこのところに

そういったことで役場の前にあるようなちょっと段々的なものをつくりましょうと。それ

に伴って公園をつくったらいかがですかというような提案を受けまして、寺下地区の人た

ちに相談したところ、「ぜひお願いしますよ」というようなこともありまして、そういっ

た中において、これはちょっとしたミニ公園をつくるのも格好の機会だなということを町

も捉えまして、いわゆるここのところに調査費をつけたというのが実態でございます。

じゃあどんな規模をつくるんだということですけれども、この件については、いろいろ

なことで駒寄地区、地元の人たちと相談しながら、これから計画していきたいというよう

には思っております。

それから、防災公園の件ですが、いわゆるどんなものができるんだということですけれ

ども、今までは、土地を買い上げる。物件を買い上げる。事業に多大なお金をかけてきた

ということで、今年度は、土地開発公社で買っていただいた土地を買い戻すと。防衛省の

ほうからもらったり、町から出したりすると総額で１億何千万円になりますけれども、町

でも五千何万円を出して買い戻すと。そして来年からは当初は防災公園ということで今や

っています。昨日も説明したとおり、あそこのところにはこういうものをつくりますよと

いうことをつくるということですけれども、それも最小限にとどめて物事をやっていきた

いと。あとはあの自然を壊さず、もちろん壊すわけにはいきません。あの下には古墳があ

るということで、古墳をめちゃめちゃにしてしまうなんていうことになると、手が後ろに

回るというようなことで、それを保護しながら、昔あったいわゆる桃井城があった形をあ

らわしながら、ここにはお堀があったとか、ここのところは馬出しの何とかがあったとか、

そういうものが学者によってあらわれておりますので、それに沿ったものをやっていくと。

後であまりお金がかからないような政策をやっていくということでやっていくということ

で考えております。でき上がると、ちょっと思いますけれども、あそこの後閑城って行っ

たことがありますか。安中のほうに後閑城というのがあるんですけれども、それに似たも

のができるのかなと。そこのところに防災の機能を持ったものができるというようなこと

で考えていただければありがたいというようには思っております。

給食費のペナルティー問題については、担当課長より答弁させます。

議 長（近藤 保君） 大澤教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） 給食費を減額したり、あるいはこの学校給食事業特別会計繰出



- 123 -

金を増額したりすることによって、ペナルティーが生じるかということにつきましては、

今のところそういう話は聞いておりませんので、ペナルティーはないというふうに考えて

おります。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 知らない人が聞いていると、そちらでそういう質問があって、福祉医療の

ほうにはそれはあるのは承知していますよ。でも、さっきのあの話のやりとりを聞いてい

れば、その町の政策に対してペナルティーがあるかのようにみんな誤解しますよ。そうい

うときは、だから、それは言われたんだから、そちらから「それはありません」と答えな

ければだめでしょう。行政の政策というのはいろいろな行政政策ありますよ。確かに福祉

医療なんかはあるものはありますけれども、いろいろなそれぞれの町村が福祉政策をしま

すけれども、今盛んに保育料に対して３子を無料にしている。２子はその半額にしている

なんていうところはいっぱいありますけれども、ペナルティーを受けているという話は聞

いたことがありませんから。だから、そういうところはしっかりとちゃんと答えてほしい。

そうじゃないと、そういう出てきた機運がみんなおかしくなりますから。ぜひともお願い

します。

それと、この親水公園について再度お伺いしますけれども、両方なんですけれども、ぜ

ひとも特にこの親水公園のほうは町の考えがあって、それをベースに業務委託するわけで

すよね。そうですよね。何にもなくておい頼むよというわけではないですから、こういう

ところで川があって、河川の改修に合わせて親水公園、面積はどのくらいあるという中に、

例えばちょっとした池をつくりたいとか、夏場の暑いときというのは水に親しめて、そし

て木もあって、暑いときには木陰でいつも休めると。そういうようなものを条件として出

すと思うんですよ。そうすると、ああ吉岡町の考えはこういうものですかということで、

それについてまた設計をしていくんだと思うんですよね。だから、町の考えがいかに相手

に伝わるかによって、できてくるものが違ってくるんだと思うんですよね。

そういう中で私は、確かに先ほど町長が言った用地を借りるお金とか、いろいろありま

すけれども、町が構想としてまあまあ考えたこんなものがいいなというものを形にするの

がこれはプロの仕事なんですよね。だから、町が考えているこんなふうにしたいなという

思いがあって、そういうものが示されると、なかなかこういうものというのはこういう人

が考えると、それがそのものになっちゃうのが多いので、でき上がる前に、いろいろなさ

まざまな人の意見を聞いて、こうじゃなくて、もっとああいうふうにしてくれとかいうも

のが反映されていることによって、将来にわたって使いいい親水公園になるんだと思うん

ですよ。だものですから、ぜひとも、ここまで話が進んでいるわけですから、町の構想と
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いうのがこんな考えがあるというものをちょっとした図面というほどでなくても、こんな

ことを考えているんだというものが示せていただければなおありがたいと。そうじゃない

と、全然どういうものができるんだかわからないんですよ、皆目検討がつかない。でも１

回、こういうものは業者に出しちゃうと、もうそれが既定のものになって、わずかなもの

を引く、足すという格好になっちゃうものですから、ぜひとも構想があるのであれば、そ

のなければちゃんとしっかりとした考えを持って業者に渡す。もしもそういう考えができ

ているんだというのであれば、ぜひとも示していただきたいということであります。

この防災公園も同じなんですけれども、恐らく町長の頭の中にはいろいろ描けているん

だと思うんですけれども、それは全体がまだ私たちの中に描けないものですから、何を足

していいんだか、何を引いていいんだかわからないものですから、その辺がもう少しきち

んと示していただけるとありがたいんですよ。毎年これから用地交渉が終わってから５，

０００万円ずつかけて整備をしていくというんですけれども、それがどんなものになって

いくんだかが見えていませんので、そこをこれまで大まかなものが示された経緯がありま

す。それはこのとおりにやっていくというものではありませんでしたからね。また逐一ま

た国庫補助があるとはいえ、多額なお金がかかるものですから、ぜひともそういうものを

なるべく決まった段階で示していただいて、そしてまた要らない、これは足していくとい

うような議論が町と議会で、また地元の人たちもあわせてですけれども、できていければ

というふうに思っておりますので、その辺の決意をお伺いできればというふうに思います

けれども。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 言われるとおりで、町が今までは土地を買い上げるということになると町

が５，０００万円出せば国のほうから５，０００万円いただいたと。また、あそこで工事

を今度始まりますと、町が５，０００万円出せばそれ以上の約３分の２のお金は今度は向

こうから来るということになると、１億何千万円の工事が１年でできるのかなということ

になりますと、ことしも間もなくいろいろな面でこういうものができるんだということが

表にあらわれてくるのではないかというようには思っております。その都度、議員さん方、

そしてまた町民の方々と相談しながらやっていきたいというようには思っております。

それから、親水公園の件ですが、親水公園は当初私が考えた頭は、あれだけの自然が残

っているところが駒寄地区には余りないということで、あの自然をうまく利用しながら、

公園をつくっていただければありがたいと。また、町民から親しみやすい、またあの地域

は商業地域ということで、大分他町村から来る人も、小さい子供たちもいるのではないか

というようなことになりますと、あそこでこういった自然を残したものが何ができるかと
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いうことが起点になるのではないのかなというようには思っております。

先日、あれは何の応援だったかな、浜川公園のほうに応援に行きましたら、あそこにも

親水的なすばらしい公園があるんだなというのも私、見てきましたけれども、大分この自

然を利用した大きな木が、あそこには木がなかったんでしょうけれども、植えたんでしょ

うけれども、すばらしい公園があそこにはあるなというような感じを受けていました。そ

ういったことも頭に入れながら、そういったことも早く議員さん、そしてまた町民の方々

に表に出せるようなことを考えながらやっていきたいというふうには思っております。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） １つだけ伺いたいと思います。７８ページの１９節の負担金、補助及び交

付金の関係で、豪雪災害緊急対策資金保証料補助金ということで２１８万６，０００円ほ

どあるんですけれども、この点について細かい答弁をいただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） この点に関しましては、担当課長より答弁させます。

議 長（近藤 保君） 町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 担当課長がちょっと資料を見つけているその間、おつなぎをさせていただ

きます。

豪雪が、雪が降ったときの補償問題のいろいろな面がまだ残っております。そういった

ことで、簡単に言えば、石関 昭に災害が起きて、これをハウスを建てかえをやるときに

補償をするというような中においての補助金だと思っております。それで間違いがないで

すね。そういうことだと思っております。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） たまたま豪雪問題については、昨年の２月１４日に起きた災害が吉岡町に

とってハウス経営の人たちは大変な被害を被ったわけでございますけれども、いまだに回

復をされていない農家がたくさんあります。昨日の平成２６年度の補正予算でも１億８，

４０６万円ほど繰越明許はされてまだ事業が進んでいないというような状況で、過日、地

権者の耕作者の人にも意見を聞いたんですけれども、やはり業者の人たちはなかなか手が

回らないというような話で、いつ手が、ハウスができるのかわからないというような話を

伺ったわけでございますけれども、昨年の収入がゼロ、また今年度の収入もゼロというよ
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うな形で、かなりショックをまだ受けているというのは現状であります。やはり町の中で

今吉岡町は特に農業の衰退が激しくなっておりますので、こういった被害のときに町とし

て応援をしていだければありがたいというように思っているんですけれども、やはり現状

を見ると、まだそこまで進んでいかないというのが現状でありますので、今回、恐らくこ

の２１８万６，０００円ですか、この保証料等もいろいろな問題があって、借り入れを受

けて補助金を受けるというような状況になっているんだと思うんですけれども、こういう

人たちが何人ぐらいいるのか、また、先ほど話をいたしました繰越明許の１億８，４００

万円の金額を受けている農業者は何人ほどいるのか、この点についてもう一度お聞きした

いと思います。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 冨岡産業建設課長。

〔産業建設課長 冨岡輝明君発言〕

産業建設課長（冨岡輝明君） 大変失礼をいたしました。先ほどの保証料につきましては、これにつ

いては、保証料の補助ということで、保険金について一括で支払われるものについて差し

引かれた金額ということがあります。それによって支払いますので、それについて保証料

の補助として０．３５％の支払いということで、補助を行うものでございます。

償還期間につきましては、これが３年、６年と期間によって違う方がおられますので、

そういう方に関してそれぞれ補助を行っているというものでございます。

それと、今回の災害経営体育成支援事業につきましては、当初まとめた中で、国のほう

で採択されている被害者の申請者の数ですけれども、３１名ございました。国からは１０

０％、全額補助になっております。それについて今回３月補正では繰り越しをお願いして

いるわけですけれども、そのうちの２名の方が申請後取り下げをしております。ですが、

国からは３１名分全額来ておりますので、最終的には繰り越しした中で、国にお返しする

お金、金額が出てくると思われます。

それと、今現在ですけれども、直近で吉岡町につきましては、復旧率確かに悪いという

か、まだ復旧がそんなに進んでおりません。撤去については、全員の方が撤去を完了して

おります。再建については、まだ十二、三％ということで、吉岡町についてはちょっと復

旧状況が悪いということでございます。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） 復旧についてはまだ遅いというような話でありますけれども、繰越明許を

されて、これからまだ事業にとりかかるというような人も恐らくいると思うんですけれど

も、この取り下げた２名の方はもう継続をしないという理由で取り下げをしたのか。その

点について伺いたいと思います。
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また、この保証金について、３年から６年という幅が倍あるわけですけれども、やはり

施設がガラスハウスで行っている人と、ビニールハウスで倒壊した人ということで、２つ

の種類があったわけですけれども、そんな関係でこれから修復するのに資金調達をした関

係でその保証の年度が変わってきたのか、その点について伺いたいと思います。

議 長（近藤 保君） 冨岡産業建設課長。

〔産業建設課長 冨岡輝明君発言〕

産業建設課長（冨岡輝明君） ２名の方の内訳ですけれども、１人の方につきましては、農業倒産と

いうことでございます。１人の方につきましては、そこに再建をしないという別の場所に

ということで対象にはならないという部分でございます。そこでは再建は断念したという

ことでございます。

３年、６年、償還期間が違うのは、それぞれ融資を受ける方の事情で変わってきており

ます。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっております議案第２７号は、予算決算常任委員会に付託します。

ここで休憩をとります。１１時３５分まで休憩します。

午前１１時２１分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１１時３３分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 議案第２８号 平成２７年度吉岡町学校給食事業特別会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第２、議案第２８号 平成２７年度吉岡町学校給食事業特別会計予算

を議題とします。

石関町長より、提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案申し上げます。議案第２８号 平成２７年度吉岡町学校給食事業特別

会計予算の提案理由の説明を申し上げます。

本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，４９２万８，０００円とす

るものであります。前年度と比較しますと０．８５％、９７万３，０００円の増額となり

ます。今回の予算の主なものは、かねてから申し上げてきました子育て支援のための施策

として実施する給食費の値下げと、それに伴う一般会計からの繰入金の増額が主なもので

あります。
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その他詳細につきましては教育委員会事務局長より説明をさせますので、よろしくご審

議の上、可決いただきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大澤教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） 歳入歳出予算事項別明細書でご説明を申し上げます。

１４０ページをごらんいただきたいと思います。

まず、歳入の１款１項１目の給食費納入金につきましては、前年度と比較しまして９３

１万２，０００円の減額となっております。これは先ほど町長が申しました子育て支援策

の一環として、給食費を１人当たり平均して月額約４００円引き下げることによるもので

す。

続きまして、２款１項１目の繰入金ですが、前年度は児童生徒１人当たり月５００円の

１１カ月分で５，５００円、合計で１，１４７万２，０００円の繰り入れでしたが、平成

２７年度は児童生徒１人当たり月９５０円の１１カ月分で年１万４５０円、合計で２，１

７６万６，０００円を一般会計から繰り入れるものです。前年度と比較いたしますと１，

０２９万４，０００円の増額となります。

その他、３款繰越金は前年度と同額の３０万円、４款諸収入は、主に試食代として５万

５，０００円です。

続きまして、歳出ですが、１４４ページをごらんいただきたいと思います。

歳出は、公課費として消費税について５万円計上しているほかは、全て原材料費です。

原材料費は前年度と比較しますと９７万３，０００円増額の１億１，４９２万８，０００

円となっております。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 消費税の値上げによりまして、最近になってまた今月、あるいはまた来月、

二、三日後にバターが値上がりするとか、小麦が値上げするとか、ここへ来て消費税の値

上げの影響が出ております。そしてまた円高、円安の影響も出ております。私たちが想像

した以上に原材料費の値上げというものがこれから想定されるのではないかというふうに

思っております。油なんかも値上げされますし、オリーブ油なんか５０％ぐらいの値上げ

だと、倍になると、値上げするというようなことが報道されております。食料全体の値上

げがされるんだと思うんですけれども、果たしてこれだけの、どれだけの値上がりになる
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かわかりませんけれども、でも２割ぐらい、ともすると、３割ぐらいの値上げと、値上が

りと、原材料費のということも予想されるようなのでありますよ。そうなりますと、どう

しても給食の中身が脆弱というんですかね、それだけいいものを出せなくなっちゃうとい

う大変厳しいところにあるんだと思うんですけれども、この物価上昇が想定はされている

中で、今、教育委員会と言えば、一つは子育て支援ということで保護者の負担というのが

ありましたけれども、そういうふうにその値上げがされた場合に、その原材料費をどのよ

うにして何としていくのか、考えを持っているんだか、一番今皆さんが悩んでいるところ

だというふうに思いますけれども、そこについてお答えをいただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 大澤教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 大澤弘幸君発言〕

教育委員会事務局長（大澤弘幸君） 確かに今、小池議員がおっしゃるように、値上げということで、

原材料費の値上げということで懸念されているところでありまして、今回、前年度と比較

して歳出のほうが９７万３，０００円の増額ということでさせていただいております。今

後給食を提供していく中で、状況を見ながら献立の工夫等をしたりして、なるべく保護者

に負担がかからないような形で実施をしていけたらと考えおります。今後も原材料費の値

上げについては注視していきたいと考えています。以上です。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっている議案第２８号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議案第２９号 平成２７年度吉岡町公共下水道事業特別会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第３、議案第２９号 平成２７年度吉岡町公共下水道事業特別会計予

算を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明を申し上げます。議案第２９号平成２７年度吉岡町公共下水道事業特

別会計予算について提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億４，０４５万５，０００円にお願いするも

のであります。

詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきます

ようお願い申し上げます。
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議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） それでは、説明申し上げます。

予算書の１４７ページをごらんください。

まず、第１条予算の総額、町長が申し上げましたが、３億４，０４５万５，０００円に

お願いするものです。

第２条ですが、地方債、これにつきましては、歳入の最後に説明させていただきます。

第３条、一時借入金につきましては、借り入れの最高額を１，８００万円とさせていた

だくものです。

それでは、続きまして１５３ページをお開きください。事項別明細書にて説明申し上げ

ます。

第１款の分担金及び負担金ですが、合計で８４７万５,０００円で、前年度比２２万２，

０００円の減額です。受益者負担金は、現年度分６５３万６，０００円と分割納付分の１

６６万８，０００円とに分かれております。事業認可の面的整備がおおむね終了しました

ので、民間の宅地開発分とそれから溝祭地区の一括分担金の納付を予定している金額にな

ります。

第２款の使用料及び手数料ですが、１億６０９万２，０００円で、前年度と同額であり

ます。内訳としては平成２６年度の月平均の実績を想定いたしまして、平成２７年度の使

用料を想定いたしました。滞納分として例年３０万円で、合計１億６０９万２，０００円

となります。

第３款国庫支出金になります。これは２５０万円で、前年比２，７５０万円の減額とな

ります。昨日もお話し申し上げましたが、社会資本の整備交付金事業、これが前年と比べ

まして大きく減りました。今年度は２５０万円、面整備がおおむね終了しましたところの

補助対象が残っている部分の工事を予定しております。事業費といたしまして５００万円

を予定し、２分の１の国庫補助金２５０万円の歳入を予定しております。

続きまして、第４款県支出金になります。これは６万円となります。単独工事費を２０

０万円予定しております。この２００万円のうち県費補助３％ではありますが、６万円と

いう計算になります。

次のページになりますが、第５款繰入金になりますが、２億７６０万９，０００円の一

般会計からの繰入金をお願いするものです。

第６款繰越金につきましては３０万円で、例年と同じ金額になります。

第７款第１項の延滞金加算金及び過料は昨年度と同額になっております。第２項雑入に

つきましても、１万７，０００円で、前年度と同額を見込んでおります。



- 131 -

第８款の町債につきましては１５０ページをごらんください。

総額で１，５４０万円を予定しておりまして、前年比で４，２９０万円の減額となりま

す。平成２７年度予定の公共下水道事業補助分が補助工事費５００万円ですが、これの４

５％で２２０万円、また、単独工事費が２００万円で、９２％が１８０万円、流域下水道

事業補助分が１，１４８万２，０００円のうち、１，１４０万円を想定しまして、合計で

１，５４０万円の町債を予定しているところでございます。

続きまして、歳出について説明させていただきます。１５６ページをお開きください。

第１款下水道費第１目総務管理費につきましては、２，４７１万円で前年比２万３，０

００円の増額になります。平成２６年度当初予算と比較した場合大きな変化はありません。

主なものとしては事務的な経費となっております。

１５７ページ、第２目管渠管理費につきましては、６，２１５万７，０００円、前年比

４９万１，０００円の増額となります。これは主に県央処理区維持管理負担金の増であり

ますが、排出する汚水量などにより、負担金の額が決定するもので、群馬県が算出した予

定額になります。他の項目につきましては、平成２６年度に比べ大きな増減はありません。

続きまして第３目建設費になります。３，４６５万６，０００円で、前年比６，７１１万

３，０００円の減になります。大幅な減の理由としましては、主に委託料、工事費の減額

によるものです。委託料につきましては、先ほども申し上げましたが、平成２６年度の長

寿命化計画策定業務委託分の２，５００万円の減額、工事費につきましては、認可区域の

面的整備がおおむね終了したことにより、４，８００万円の減額となり、この２つのを合

わせた減額で約７，３００万円の減額となります。今後ですけれども、事業認可の区域３

６２ヘクタールがおおむね終了することにより、残りの３ヘクタールを含めた事業認可の

区域の見直しを行います。同時に上位計画の流域の見直しが予定されておりますので、こ

の流域に合わせまして、区域の見直しを予定しております。そのため、変更認可の委託料

として６７４万円を計上させていただきました。

次に、１５９ページ、第２款公債費です。第１目元金につきましては、１億７，１９６

万３，０００円で、前年比７８万８，０００円の増額となります。続きまして、第２目利

子ですが、前年比４１９万９，０００円の減額になります。これは償還計画により平成２

７年度より減額傾向ということになります。

第３款予備費につきましては２０万円で前年度と同額とさせていただきます。

したがいまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４，０４５万５，０００

円にお願いするものです。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっている議案第２９号は、産業建設常任委員会に付託します。

ここで昼食休憩に入ります。再開を１時ちょうどといたします。

午前１１時５０分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後 ０時５８分再開

議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第３０号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第４、議案第３０号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計

予算を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 議案第３０号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算につき

まして、提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算でありますが、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２４億１，４６２

万円、対前年度比２億７，７７４万１，０００円増の１１３．０％に定めたいものであり

ます。内容につきましては、平成２５年度決算並びに平成２６年度決算見込みを参考にし

た予算編成となっております。

歳入においては、保険税改定により、現年度の税収が低くなっておりますが、収納率が

若干上向きではあります。その他の一般会計繰入金につきましては、前年度と同額の９，

９４３万８，０００円の繰入金を予算計上いたしました。

歳出においては、保険給付費が平成２３年度から安定した支出となっており、療養諸費

を１０２％見込んだ予算となっております。

なお、詳細につきましては健康福祉課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、

可決いただきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 福田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 福田文男発言〕

健康福祉課長（福田文男君） 今回お願いしております予算につきましての歳入歳出予算の総額は、

先ほどの町長の提案理由のとおりでございます。

第２条の一時借入金につきましては、前年度と同様５，０００万円を最高額と定めるも
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のであります。

それでは、当初予算の内容について、歳入歳出予算事項別明細書にて概略を説明させて

いただきますので、１７６ページをお開きください。

歳入第１款国民健康保険税につきましては、歳入予算の２２．２％を占める予算でござ

います。５億３，４９９万４，０００円、対前年度比１，６０８万２、０００円の減額で、

９７．１％となっております。保険税の改定により現年度分の関係につきましては、前年

度比３，２５０万円の減で、９３．８％となっております。

第２款一般退職被保険者一部負担金はそれぞれ存目にしております。

第３款使用料及び手数料は１５万円の督促手数料であります。

第４款国庫支出金につきましては、歳入予算の１９．４％を占める予算であり、４億６，

７９６万６，０００円となっております。２５年度決算、２６年度決算見込みから推計し

て計上させていただきました。

第５款療養給付費等交付金につきましては、歳入予算の４．６％を占める予算であり、

１億１，１４７万６，０００円を計上させていただきました。

第６款前期高齢者交付金につきましては、保険者間の前期高齢者の偏在による負担の不

均衡等を調整するために設けられた制度であり、歳入予算の１９．３％を占めており、２

６年度交付額をもとにしまして推計し、計上させていただきました。

第７款県支出金につきましては、歳入予算の４．９％を占め、１億１，８８０万９，０

００円です。主なものは県財政調整安定化交付金でございます。

第８款共同事業交付金につきましては、歳入予算の２０．９％を占め、５億５８２万６,

０００円でございます。８０万円以上の高額医療費に対する高額医療費の共同事業の交付

金として４，７６４万１，０００円を計上しております。保険財政共同安定化事業交付金

は、平成２６年度まで１件当たりにつき３０万円を超える医療費に対する事業でありまし

た。平成２７年度からは１件につき１円以上が対象ということで、大幅に拡大したものと

なっております。前年度比から比べますと２２０．３％の４億５，８１８万４，０００円

を計上しております。歳出の第７款の共同事業拠出金の予算額と同額とさせていただいて

おります。

第１０款繰入金につきましては、歳入予算の８．６％を占め、２億６８８万５，０００

円を計上しております。主なものは保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）で７，１１５万

１，０００円、保険者支援金分１，４３４万８，０００円。その他一般会計繰入金、ルー

ル外の繰り入れは、前年度と同額の９，９４３万８，０００円でございます。

１８３ページをお願いいたします。

歳出のほうに移ります。１款総務費は９９５万１，０００円、前年度比４４万１，００
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０円減額を計上するものであります。内訳は、第１項総務管理費の需用費と委託料の減額

をするものです。

次に、第２款保険給付費につきましては、１４億１，９９３万円、前年度対比１，５４

５万２，０００円増の１０１．２％を計上するものであります。内訳は第１項療養諸費１

２億４，１４０万５，０００円で、前年度対比２，５９４万円の増、１０２．１％を見込

んでおります。第２項高額療養費につきましては１億６，４２６万８，０００円で、対前

年度比１，０４９万２，０００円の減、９４％で、平成２５年度決算を踏まえた見込みと

なっております。第４項出産育児諸費につきましては３０名分を計上しております。単価

としまして４２万円で、支払手数料を加えて１，２６０万７，０００円、前年度と同額で

ございます。なお、この予算につきましては、歳入の１０款繰入金で３分の２を一般会計

から繰り入れております。第５項葬祭費につきましては、３０名分、１件につき５万円で

１５０万円を前年度と同額で計上しております。

次に、第３款後期高齢者支援金等につきましては、２億９，４８２万２，０００円、対

前年度比１４６万９，０００円増の１００．５％を計上しております。

４款前期高齢者納付金等につきましては、３２万９，０００円、前年度決算を踏まえた

見込みとしております。

次に、第６款介護納付金につきましては、１億１，９７３万３，０００円、対前年度比

１０８万２，０００円の増の１００．９％です。

第７款共同事業拠出金につきましては、５億５８３万円、対前年度比２億５，８８６万

９，０００円の増でございます。２０４．８％でございます。群馬県国民健康保険団体連

合会からの平成２７年度拠出金の見込み額を計上しております。増額の原因は歳入の８款

でも説明いたしましたが、保険財政共同安定化事業の対象が１件３０万円を超えるものが

１円以上に変わったためでございます。

第８款保健事業につきましては、２，２７８万４，０００円と、前年度対比２１４万４，

０００円の減、９１．４％を計上しております。第１項の特定健康診査等事業費につきま

しては、前年度の決算と平成２７年度から特定健診の個人負担金の無料化を予定しており

ます。そういったものを踏まえた中の予算としております。第２項の保健事業費では、平

成２６年度１０月から開設しました２４時間電話相談「よしおか健康ナンバーワンダイヤ

ル２４」に係る国民健康保険被保険者分を人口割にいたしました約２５％、この部分につ

いて費用を計上しております。

次に、第９款基金積立金、第１０款公債費につきましては、前年度と同額で、存目でご

ざいます。

第１１款諸支出金につきましては、２３４万３，０００円を計上しました。これは保険
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税の過誤納還付金が主なものでございます。

１２款予備費につきましては３，９２８万円、保険給付費の約１カ月分の３分の１を計

上しております。

以上、説明にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっている議案第３０号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第３１号 平成２７年度吉岡町農業集落排水事業特別会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第５、議案第３１号 平成２７年度吉岡町農業集落排水事業特別会計

予算を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案申し上げます。議案第３１号平成２７年度吉岡町農業集落排水事業特

別会計について、提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億５，６１８万円にお願いをするものであり

ます。

詳細につきましては上下水道課長に説明をさせますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） それでは、説明いたします。

予算書の１９９ページをごらんください。

第１条ですけれども、予算の総額を１億５，６１８万４，０００円、これについて説明

を申し上げます。

２０４ページをごらんください。

事項別明細書の歳入から説明申し上げます。第１款の分担金及び負担金です。前年度と

同額の２９０万円です。

第２款の使用料及び手数料です。３，１３４万８，０００円で、主なものとしては、使

用料、現年分３，１２４万８，０００円となります。この金額につきましては、平成２６
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年度の実績を予測しまして算出した金額となります。

第３款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金をお願いするものです。

第４款の繰越金１０万円、昨年度と同額になります。

第５款諸収入ですけれども、１，０００円で前年度同額となります。

続きまして、２０６ページをごらんください。歳出になります。

第１款農業集落排水事業費第１項の農業集落排水事業費第１目総務管理費は、２，１６

７万２，０００円で、前年比１７５万８，０００円の減額となります。主な減額としての

理由ですが、平成２６年度には台帳整備作成業務委託に３３７万円がありました。これの

減額になります。また、広域のごみ処理負担金８４万１，０００円の増額になります。ま

た、消費税７０万円の増額で、前年比１７５万８，０００円程度の減額となります。続き

まして、第２目施設管理費は、４、２１９万２，０００円で、前年比３７２万７，０００

円です。主な減といたしましては、炭化施設が運転休止中であるため、それに係る運転経

費、また消臭液・燃料費などの減によるものです。その他大きな変化等はございません。

続きまして、２０８ページをごらんください。

第２款公債費です。第１目元金は６，４６５万４，０００円で、前年比３２９万４，０

００円の増になります。元金償還のピークは平成３４年度になりますので、それまで上昇

するという形になります。第２目利子は、２，７５６万６，０００円となり、前年比１５

６万５，０００円の減となります。利子のほうにつきましては、年々減少傾向ということ

で予定しております。

第３款予備費１０万円は、前年度と同額となっております。

したがいまして、歳入歳出予算の総額を１億５，６１８万４，０００円にお願いするも

のでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

小林議員。

〔１２番 小林一喜君発言〕

１ ２ 番（小林一喜君） 質問させていただきます。

農業集落排水が最後は炭化施設で、それが平成２２年の４月に供用開始になっているん

ですけれども、この分担金の今の収納率はどのくらいになっていますでしょうか。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） 分担金の徴収率というご質問ですけれども、この分担金の徴収につき
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ましては、小倉地区の組合が設立されておりまして、そちらのほうの会計になりますので、

現在、私のほうとしては、資料は手持ちにはございません。

議 長（近藤 保君） 小林議員。

〔１２番 小林一喜君発言〕

１ ２ 番（小林一喜君） この炭化施設が平成２２年の４月から供用開始になっているんですけれど

も、接続率はどのくらいになっていますでしょうか。有効に機能を果たすためには、やは

り接続率が重要なことだと思っています。お願いします。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） 小倉処理区の接続率でありますが、平成２７年２月１日現在というこ

とで、４４．１％になっております。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

小林議員。

〔１２番 小林一喜君発言〕

１ ２ 番（小林一喜君） 大分接続率が低いんですけれども、これを今後どのような対処をしていく

かお聞かせください。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） 行政としては、毎年吉岡広報等を通じまして、下水道の接続を呼びか

けて推進等はしております。しかしながら、実際問題として接続率が４４％ということで、

大分低うございます。少しでも上げるためには、先ほども申し上げましたが、組合組織が

ありますので、そちらのほうと連携をとりながら、供用率を上げていきたいというふうに

考えております。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 今、小林議員の質問に関連をするんですけれども、接続率がその４４．１％

だということなんですけれども、今年度はどのくらい見込んでいるんですか。この新年度

では。

そして、組合といろいろと考えている話なんですけれども、私はこの接続率を上げるの

はやっぱり新たな何か町の施策というのが必要ではないかと思うんですよ。ただつなげた

だつなげたって、金のかかることですから。さりとてこれまでつないじゃった人との差別

が余り出てもよくないんでしょうけれども、接続率を上げるということであれば、やっぱ
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り何らかの町がその施策を持たないと進まないと思うんですよね。また接続率を上げるた

めに、町の考え、どんなことが考えられるか、今まで検討したことがあると思うんですけ

れども、考えがありましたら、それもあわせてお伺いをしたいと思います。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） 平成２７年度中の見込みということでありますが、昨年度中の接続戸

数が１年間で５戸でした。この５戸という数字をもとにしまして、予算上の歳入のところ

でも小倉地区を５戸分ということで受益者分担金を見込んでおります。ですから、もう少

し数字を上げてはいきたいんですが、見込みとしては５戸程度ということになります。や

はり上げなければいけないということなんですが、なかなかやはり住まわれている方の諸

事情等があるようで、やはり分担金、それから排水設備の接続費等々がかかってきており

ます。まして、接続率が伸びないということになりますと、既に今浄化槽等が設置されて

いる家庭がほとんどだと思うんですが、そちらのほうで今のところは何とか賄っている。

それを切りかえていくためには、やはり多額のお金が必要になってくる。じゃあもうちょ

っと時期が来るまで待とうかなという方々の意見が聞こえてきているのが状況ですので、

その辺を何とか公共水域の環境を守るために、接続率を上げるような推進、指導等をして

いきたいというふうに考えております。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 今課長のほうからこういう回答がありましたけれども、ちょっと町長にお

伺いしますけれども、町には住宅リフォーム助成制度ができてあります。こういうものを

何か上手にこの制度そのものも活用できるような制度に改めるというのか、間口を広げる

という、住宅リフォーム助成をつなぎこみに対しましても、何かそこをちょっといじくる

というのか、利用しやすくすれば、その可能性もふえるような気がするんですけれども、

それについて町長、お考えはいかがでしょうか。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 今、小池議員のほうからうまく加入していただくためには、住宅リフォー

ムの活用なんかも一つの案ではないのかというようなお言葉をいただきましたが、ちょっ

とこれは定かじゃないんですけれども、町のほうでもこういった家が何か補助金ではござ

いません。やりたいんだけれどもあれだから、お金をじゃあ貸しておいてくれないかとい

うような何か補助金はあるような気がするんだけれども、そういうのはなかったっけ。助

成か……。（「改造資金助成事業です」の声あり）何かあるような気がいたしましたけれ
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ども、その件についてちょっと説明をさせていただきます。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） やはり先ほど申し上げたとおり、受益者負担金と排水設備の工事費、

この２つを合わせると結構な金額になりますので、なかなかそこが各家の方々がちゅうち

ょしている。そこで町としては公共下水道と共通している部門なんですけれども、水洗便

所改造資金助成がありまして、これに基づきまして、工事費の助成、それからあとは資金

融資の利子補給を町としてはお勧めをしているところです。そういったものを有効に利用

していただければ、少しは接続率も上がってくるのではないかなということで、この辺の

ことも広報等を通じて皆さんに周知はしているところなんです。

以上です。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） さまざまな制度があるということはわかりました。そこで、ぜひとも一工

夫をある制度を上手に組み合わせるなり、また、今ある制度のちょっと間口を広げるなり

して、ぜひとも今４４．１％ということですから、これが広がるような努力と施策を考え

ていただきたいというふうに思いますので。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっている議案第３１号は、産業建設常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第３２号 平成２７年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第６、議案第３２号 平成２７年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特

別会計予算を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案申し上げます。議案第３２号平成２７年度吉岡町住宅新築資金貸付事

業特別会計予算につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４２０万６，０００円と定めるものでありま

す。そこでこの予算につきましては、貸付事業自体が終了し、現在では償還のみの事業と

なっております。前年度と比べて歳入歳出ともに予算額は上回っておりますが、その主な
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内容といたしましては、回収業務等の積み重ねにより、貸付金事業収入を増額することが

見込まれるからでございます。

詳細につきましては町民生活課長より説明させますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 大井町民生活課長。

〔町民生活課長 大井 力君発言〕

町民生活課長（大井 力君） それでは、予算書の２１９ページをごらんください。

第１条歳入歳出予算の総額は歳入支出それぞれ４２０万６，０００円と定めるものでご

ざいます。

続きまして、２２２、２２３ページ、歳入歳出事項別明細書にて説明をさせていただき

ます。

初めに、歳入の第１款貸付事業収入につきまして、以前からの回収業務等の積み重ねに

よりまして、増額が見込まれることから、対前年度で１３万１，０００円の増額を見込ん

でおります。

続きまして、歳出の第３款諸支出につきまして、貸付事業収入の増額につきまして、歳

出の諸支出が１３万１，０００円増加することとなりますので、一般会計への繰り出しが

増額になるものでございます。

以上です。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっております議案第３２号は、総務常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 議案第３３号 平成２７年度吉岡町介護保険事業特別会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第７、議案第３３号 平成２７年度吉岡町介護保険事業特別会計予算

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案申し上げます。議案第３３号平成２７年度吉岡町介護保険事業特別会

計予算につきまして、提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算でありますが、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１３億５，８１８
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万７，０００円、対前年度比１億９０２万８，０００円増の１０８．７％に定めたいもの

であります。

介護保険事業は、平成２７年度から第６期の介護保険事業計画がスタートする最初の年

度となります。歳出の保険給付費は７．７％の増額でございます。歳入の国庫支出金等は

これに比例し、歳入は見込めます。保険料は２４．８％の増でございます。保険給付費、

地域支援事業費の増額に対応した第１号被保険者の保険料として２２％分を計上しており

ます。

なお、詳細につきましては健康福祉課長より説明させますので、よろしくご審議の上、

可決いただきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 福田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 福田文男君発言〕

健康福祉課長（福田文男君） それでは、当初予算の内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細に

て概要を説明申し上げます。

２３６ページをお開きください。

まず、歳入でございますが、第１款保険料につきましては３億２，７５１万８，０００

円、対前年度予算比６，５１０万８，０００円の増額、１２４．８％を計上しております。

第２款国庫支出金につきましては、２億８，６９０万９，０００円、対前年度比２，２

０５万１，０００円の増額、１０８．３％を計上しております。

第３款支払基金交付金につきましては給付費等の２８％相当額３億６，２０７万８，０

００円、対前年度比１，３６８万６，０００円の増、１０３．９％を計上しております。

第４款県支出金につきましては、１億８，７４４万８，０００円、対前年度比１，２１

２万４，０００円増の１０６．９％を計上しております。

次に、第６款繰入金につきましては、１億９，４２２万８，０００円、対前年度比３９

４万円の減、９８％を計上しております。内訳としまして、第１項第１目の介護給付費繰

入金としまして、介護給付費の１２．５％、１億６，１０６万７，０００円、第２目の地

域支援事業繰入金、介護予防事業分５７万５，０００円で、事業費の１２．５％、第３目

の包括的支援事業・任意事業分４５９万５，０００円、対象経費の１９．５％を計上して

おります。第４目の一般事務費繰入金２，３２６万円を計上しております。

次に、２４０ページ、歳出のほうに移ります。

第１款総務費においては１，８２６万２，０００円、前年度対比３６７万２，０００円

の減額で、８３．３％となっております。主な歳出につきましては、認定調査員の賃金、

認定調査に必要な主治医意見書、認定調査委託料及び認定調査会共同設置負担金でござい

ます。
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第２款保険給付費につきましては、歳出予算全体の９４．９％を占める予算でございま

す。総額で１２億８，８５３万３，０００円、前年度対比９，１８０万円の増額、１０７．

７％の計上しております。内訳としましては、第１項第１目の居宅介護サービス給付費で、

対前年度比６、０００万円の増額でございます。第３目の地域密着型介護サービス給付費

対前年度比１，９５６万円の増額等が主な要因となっております。

次に、第４款地域支援事業費につきましては、３，２８９万２，０００円、対前年度比

７５３万５，０００円増の１２９．７％を計上しております。第２項第２目の任意事業に

つきまして平成２６年度まで一般会計で実施しておりました介護慰労金事業につきまして

本特別会計に組み入れて行うものでございます。

第５款基金積立金１，３３６万５，０００円基金を積み立てる予定でございます。

以上で説明にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 昨日の条例改正を受けての新年度予算になるわけでありますけれども、口

で言っちゃうと非常に簡単なんですけれども、第１号被保険者が２２％の増額と大変大き

な額なんですよね。確かに制度からして、法改正があって、そして歳入と歳出をつけてい

くためには、これだけの値上げをしなければならない。しかしここで一番肝心なところの

議論が抜けているというのは、やはり確かに高齢者もふえているということもありますけ

れども、しかし、この介護保険制度というのは年金から天引きをされるということですか

ら、１万５，０００円以下の人というのは直接納付ですけれども、しかし、年金は下がる

傾向にあって、保険料は上がる傾向にあって、そこでその住民が十分にその生活をできて

いるのかというと、住民も高齢者は頼っているのは年金だけで、その年金から直接引かれ

ているこの保険料が値上げをするというふうになってくると、高齢者というのは今でも生

活しにくいんですけれども、本当に大変なところに追い込まれるんですけれども、私はこ

れ、国保と同様に何とか一般会計で多少でもその中でもどこに配分するかというのは別に

しましても、もう少し一般会計等で何とかその介護保険料の軽減策を考えるべきだという

ふうに思うんですけれども、恐らくその検討もされたかと思うんですけれども、ぜひ知恵

を出していただきたいと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

議 長（近藤 保君） 福田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 福田文男君発言〕

健康福祉課長（福田文男君） 議員がおっしゃることを国のほうも十分こういったことは承知してい
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る中で、介護事業のほうも少なくしていこうということで、平成２７年度から新しい制度

が始まっていくわけです。それについてはいろいろなご指摘もある中で進めているわけで

すけれども、今回、先ほど２２％を計上したということでございます。昨日の改定のほう

では現状の中で１７．６％を上げさせていただいたということで、数字上の関係につきま

しては、そういった形で今まで、今現在が基本額が６万１，２００円、それが７万２，０

００円という形で引き上げるものでございます。特に低所得者に対しますものが一番重要

になっているかと思っております。今回につきましては、第５期と同様に０．５％が第１

段階という形で行っております。今回の制度の関係につきましては、消費税の１０％が先

送りになりました。そういった影響を受けて、今回０．５％という形の率になっておりま

す。そういったことが１０％の引き上げがされれば、もっと低くできたわけですけれども、

そういった先延ばしの部分がありまして、それができないという。これにつきましてはま

た国のほうも法改正をしていく準備があるようでございます。そういったものを含めなが

ら、町としてはこういった低所得者に対する支援もしていきたいというふうに思っており

ます。町のほうから一般会計のほうから何とかという部分もありますけれども、やはりこ

の制度につきましては、１号保険者、２号保険者、そして国、県、市町村、この５者が負

担割合を持った中で運営していくということの決まりになっております。一般会計からの

その他の繰り入れということはできない制度になっておりますので、ここのところはご容

赦願いたいというところでございます。以上です。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） 一般会計の繰り入れができない制度になっているというのは、それはまさ

にそれは勘違いです。これは当時の厚労大臣が答えているんですけれども、そういう中で、

市町村がそれぞれに一般会計から繰り入れをするということを質問されて、それはそれぞ

れすることは、それは違法だとか、そうではないと。それは自治体の判断に任せますとい

うふうに厚労大臣が答えています。ですから、最初からできないんだという考えだけは改

めていただきまして、ぜひとも今後においてはそのことも考えていただきたいということ

を申し上げます。

また、詳細につきましては、委員会のほうで質疑をさせていただきます。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっている議案第３３号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第８ 議案第３４号 平成２７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第８、議案第３４号 平成２７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会

計予算を議題とします。

石関町長、提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案申し上げます。

議案第３４号平成２７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、提案

理由を申し上げます。

歳入歳出予算でありますが、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億６，２７６万

３，０００円、対前年度比１４０万円増の１００．９％に定めたいものであります。予算

については、広域連合で示されたもので作成をいたしました。

後期高齢者医療事業は、平成２０年度より事業を開始し、８年目を迎えます。町の仕事

は、被保険者と広域連合の橋渡し的役割を担っております。主な業務としては、保険料を

徴収し、連合会に納付する業務、保険証の引き渡しなどであります。

なお、詳細につきましては健康福祉課長より説明をさせますので、ご審議の上、可決い

ただきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 福田健康福祉課長。

〔健康福祉課長 福田文男君発言〕

健康福祉課長（福田文男君） 今回お願いしております予算につきましては、歳入歳出予算の総額は、

先ほどの町長の提案理由のとおりであります。

第２条の一時借入金につきましては、前年度と同様、５，０００万円を最高額と定める

ものでございます。

それでは、当初予算の内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細書にて概略を説明申

し上げますので、２５８ページをお願いいたします。

歳入、第１款保険料につきましては１億１，８１４万円です。内訳としまして、特別徴

収で、８，２８８万１，０００円、普通徴収で３，５０５万９，０００円を計上しており

ます。

第２款繰入金につきましては、３，６９５万２，０００円です。内訳としまして、広域

連合事務費負担金として町の一般財源から８９５万１，０００円、保険基盤安定繰入金と

して２，８００万円ですが、一般会計に基金負担金として繰入金の４分の３が補助金とし

て入っております。これに町負担分の４分の１を足して、一般会計から繰り入れているも

のでございます。
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第３款繰越金につきましては１６万６，０００円を計上しております。

第４款諸収入につきましては７５０万５，０００円を計上しております。主なものは特

定保健健診の受託事業収入を計上しております。

次に、２６１ページ、歳出のほうに移らせていただきます。

第１款総務費において、９１５万８，０００円を計上しております。主な歳出としまし

ては、保険料の徴収に係る電算処理の委託料、健康診査の委託料、人間ドックの補助金等

がございます。

第２款後期高齢者医療広域連合納付金、１億５，３０９万９，０００円を計上しており

ます。内訳としまして、広域連合事務費負担金として７１８万４，０００円と保険料等負

担金１億１，７９１万５，０００円、保険基盤安定負担金として２，８００万円となりま

す。

次に、４款予備費につきましては４０万円を計上しております。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっている議案第３４号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第３５号 平成２７年度吉岡町水道事業会計予算

議 長（近藤 保君） 日程第９、議案第３５号 平成２７年度吉岡町水道事業会計予算を議題と

します。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第３５号 平成２７年度吉岡町水道事業会計予算について提案理由を申し上げます。

最初に、第２条業務の予定量であります。給水件数は増加しておりますが、年間総給水

量は減少傾向にあり、特にライフラインである電気、ガスと同様に、水道も節約傾向にあ

ります。また、主要な建設改良工事については、老朽管布設替え工事を引き続き予定をし

ております。

第３条収益的収入及び支出について説明いたします。

収入の第１款水道事業収益は、４億１，９１０万円。
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支出の第１款水道事業費用は、４億１，０８９万８，０００円であります。

次に、第４条資本的収入及び支出について説明をいたします。

収入の第１款資本的収入は、５，２５４万５，０００円、支出につきましては、１億９，

２１７万４，０００円を見込んだ予算となっております。

詳細につきましては上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきます

ようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） それでは、説明申し上げます。

議案書の２ページをごらんください。

第２条、業務の予定量についてです。第１号、給水戸数を７，２５５戸を見込んでおり

ます。前年比２５５戸の増になります。第２号、年間総給水量を２４０万７，０００トン

を見込んでいます。第３号、１日平均給水量は６，５７７トンで、前年比７４．８％にな

ります。これに関しては、売り上げに直接影響する給水量の減少ですが、工業用水の減と、

昨年度同様給水戸数は増加傾向ですが、反面、近年の節水が水道にも浸透しておりまして、

給水量の減少を想定しておりますことをまずはご理解いただきたいと思っております。第

４号になります。主要な建設改良工事ですが、２，６４２万８，０００円を予定しており

ます。主なものとしては、老朽管の布設替え工事になります。

続いて、第３条、収益的収入及び支出です。４ページをごらんください。

これは水道事業の経営活動に伴い発生する収入と支出をあらわしたものです。最初に収

入の部、第１款水道事業収益です。４億１、９１０万円で、前年比、９４．５７％となり、

２，４０８万４，０００円の減額になります。内訳としては、第１項営業収益で、３億８，

０８６万２，０００円です。前年比９３．８％、主なものとして第１目給水収益、３億４，

９３５万９，０００円は水道使用料です。第２目、その他営業収益は、加入負担金や材料

売却費などの収益で３，１５０万３，０００円となっています。第２項営業外収益です。

３，８２３万７，０００円で、前年比１０２．６％です。主なものとして、長期前受金戻

入３，４９６万２，０００円で、水道管などの資産の財源であります工事負担金、国庫補

助金などを減価償却に合わせ、耐用年数の期間にわたりまして各年度に収益として計上す

るものです。雑収入は公共下水道、農集排の検針業務用負担金や手数料となります。第３

項特別利益ですが、前年度と同様の１，０００円になります。

５ページの支出になります。

第１款水道事業費用は４億１，０８９万８，０００円で、前年比８８万２，０００円の

減額となります。内訳ですが、第１項営業費用３億６，９９２万３，０００円になります。
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営業費用には、配水及び給水費１億７，５３８万１，０００円で、前年比１，０４３万２，

０００円の増額になります。これは営業に伴う人件費、各種業務委託、機器修繕や県央第

１水道の受水費等になります。第２目総係費は営業に伴う事務費で前年度とほぼ同額で４，

３５５万９，０００円になります。第３目減価償却費１億４，５４３万３，０００円で、

構築物、機械装置等の有形資産の減価償却費になります。第４目資産減耗費１８５万円は、

固定資産除却費１８０万円とたな卸資産減耗費の５５万円の合計になります。その他営業

費用ですが、３７０万円で、原材料の売却原価となります。第２項営業外費用になります。

４，０２５万８，０００円です。内訳ですが、第１目支払利息３，１５２万１，０００円、

これは企業債利子償還金になります。第２目消費税及び地方消費税は８６８万７，０００

円です。第３項特別損失ですが、災害による損失・過年度損益収税損を計上しております。

第４項予備費で、前年度と同額を計上しております。

続いて、第４条、資本的収入及び支出になります。６ページをごらんください。

この項目は、施設の整備拡充に要する収支をあらわしたものになります。最初に収入で

す。第１款資本的収入５，２５４万５，０００円です。内訳として、第１項第１目出資金

３，０００万円です。これは一般会計からの出資を予定しております。第２項第１目工事

費負担金１，２２１万円です。これは高崎渋川バイパスの３期工区の水道管の移設補償費

９２１万円と消火栓設置工事費負担金３００万円の合計になります。第３項第１目国庫補

助金１，０３３万５，０００円、これは防衛補助事業に伴う実施設計業務委託費の補助金

となります。

続きまして、支出になります。第１款資本的支出１億９，２１７万４，０００円です。

内訳は、第１項建設改良費１億１，８３４万３，０００円です。第１目配水設備工事費で、

老朽管布設替え工事等に係る経費で１億１，７５４万３，０００円を計上しております。

第２目営業設備費として量水器の購入費になりますが、８０万円です。第２項企業債償還

金で７，３８３万１，０００円を計上しております。そこで、資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する１億３，９６２万９，０００円は、平成２７年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額６３４万７，０００円及び過年度分損益勘定留保資金１億３，３２８

万２，０００円で補塡するものであります。

続きまして、３ページをお開きください。

第５条になります。一時借入金は、昨年度と同じく限度額の５，０００万円と定めてい

るものであります。

第６条、予定支出の各項の経費の金額の流用できる場合を１号営業費用、営業外費用及

び特別損失の間の流用と定めるものでございます。

第７条、議会の議決を経なければ流用することができない経費については、職員給与費
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でありまして、５，２７１万８，０００円と定めたいものでございます。

第８条ですが、たな卸資産購入限度額として、前年度と同様６００万円を計上させてい

ただいております。

続きまして、８ページをごらんください。

予定キャッシュフローの計算書を説明いたします。予定キャッシュフロー計算書は、営

業の健全性や経営危機等の判断が可能となり、営業分析を行うことも可能となるものでご

ざいます。１の業務活動によるキャッシュフローでは、当年度純利益から下から２行目に

なりますが、４条消費税調整額までの合計１億１，３７０万３，０００円を予定しており

ます。２の投資活動によるキャッシュフローでは、８，７７８万１，０００円のマイナス

となっております。３の財務活動におけるキャッシュフローは４，３８３万１，０００円

のマイナスの結果、資金期首残高の３億２，７５１万６，８２７円に対しまして、資金期

末残高は平成２６年度末現金予定残高が１，７９０万９，０００円を減少する予定である

ことから、最終的に３億９６０万７，８２７円を予定しているものでございます。

続きまして１５ページをごらんください。

平成２７年度予定貸借対照表について説明いたします。貸借対照表は、財政状況を明ら

かにするため、決算時において保有する全ての資産・負債・資本を表示し、投入された資

本がどのような機能を発揮し、運用されているかを示すものです。まず最初に、資産の部

から説明いたします。

資産には、固定資産、つまり土地、建物、構築物、機械及び装置などです。２流動資産

には、現金預金や未収金、貯蔵品があります。１５ページの一番下になりますが、資産合

計は４０億６，２３５万６，３８９円で、前年比６，５２４万５，０８１円の減額です。

前年比９８．４２％となります。減額の主な理由としては、有形固定資産のうち構築物、

主に水道管の減価償却が進んでいるということになります。

続きまして、１６ページの負債の部です。負債には、３の固定負債、４流動負債、５繰

延収益があります。これは建設改良に伴う企業債の未償還残高の予定額と繰延収益である

工事負担金や国庫補助金などの未収益化残高の合計となります。また、近年新たな起債を

起こしておりませんので、償還のみで負債が減っております。特に固定負債は前年比９４．

２％で、７，５３６万３，７２４円の減額となっております。したがいまして、負債合計

２４億２０４万６，１１４円で、前年比で９，１１４万７，０６２円の減額で、前年比８

６％となります。

続いて、資本の部のうち、６の資本金になります。資本金は９億４，５９５万２，１８

２円でありまして、７の剰余金は７億１，４３５万８，０９３円となる予定であります。

特に、ロ利益積立金６億７，２４２万８，９１６円は、平成２６年度末予定の未処分利益
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剰余金を将来の赤字損失が生じた場合に備えて利益積立金に計上する予定であることを示

しております。したがいまして、資本合計１６億６，０３１万２７５円、前年比１０１．

５８％で、２，５９０万１，９８１円の増となり、負債資本合計は４０億６，２３５万６，

３８９円となります。前年比９８．４２％で、６，５２４万５，０８１円の減額となって

おります。

よって、資産合計と負債資本合計は同額の４０億６，２３５万６，３８９円を予定して

おります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） ２番金谷です。企業会計が昨年と変わりましたけれども、起債というか、

途中から変わりましたよね、企業会計のやり方が少し。この辺のところの見方でいくと、

例えば１５ページあたりでいくとどの辺がどうなったかというのはわかりますかね。例え

ば前年はこうやっていたんだけれども、ことしはこうだとかというのがわかればお願いし

たいんですけれども。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔南雲上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） 大変申しわけありません。私が担当したときにはもう新システムにな

っておりまして、平成２５年度のシステムとの比較がちょっとできないものですから、ど

こがどういうふうに変わったかということはちょっと具体的に申し上げられません。勉強

不足で大変申しわけありません。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） もう一つ、町長からも話があったんですけれども、給水量の予定ですね。

大口事業者というのが少し来年度、今年度も途中から少し給水が減っているという状況で

すけれども、この辺のちょっと説明も議員さんおりますので、もしできるなら教えていた

だきたい。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） 先ほども申し上げましたが、企業会計の一番の大本となります収益、

これの減少を見込んでおります。なぜかと申しますと、今、金谷議員がご指摘されました
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が、大口のお客様がおりまして、その大口のお客様というのは工業用水を利用されている

お客様でございます。１日当たり２，０００トンを使っていただいていたお客様なんです

が、今度は自己水、つまりは敷地に井戸を掘りまして、工業用水を使わないで井戸水だけ

で操業するというお客様になりました。したがいまして、そのお客様の収益が大幅にダウ

ンすることによりまして、全体の収益のほうも減額となってしまったということになりま

す。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕

１ ０ 番（小池春雄君） ただいまの説明で年間給水量が７４．８％、今年度は減るということにな

りますと、当然心配するのは、水が売れなくなれば係る経費は同じですから、そうすると、

当然その値上げということになってくるのかもしれませんけれども、こういう状態が続き

まして、水道事業収益も９４．５７％ですか、という説明がありましたけれども、現在の

ままでどの程度まで行けるのか。そして、この会計が行き着くのにはあとどのくらいかか

るというふうに見積もっているのか、計算しているのか。その辺がわかればご回答願いた

いと思いますけれども。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） その辺のことは議案書の２４ページを見ていただくとわかるかなと思

うんですが、２４ページには、平成２７年度吉岡町水道事業予定損益計算書当年度分が記

載されております。これは平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までを想定した

ものの損益計算ということになるんですが、これを見ていただきますと、最終的に一番下

の段になりますが、当年度末処分利益剰余金１９１万１，０００円という数字が出ており

ます。この数字を見る限りは黒字になっております。ですから、平成２７年度分に関して

は黒字経営で何とかいけるんじゃないかなというふうに考えておりますが、今後、配水量、

収益的配水量のほうが大分伸びが悪いということになると、だんだん蓄えていたものを少

しずつ削っていかなくちゃならないということになりますと、将来的には料金の値上げと

いうものも考えなくちゃいけないかなというふうに考えますが、現時点で値上げというこ

とは企業管理者という立場において考えたくありません。なるべく収益が上がるような方

法を何とか探り出しまして、水を使っていただけるようになる方法を考えていきたいとい

うふうに考えております。

議 長（近藤 保君） 小池議員。

〔１０番 小池春雄君発言〕
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１ ０ 番（小池春雄君） さりとて最初の説明にあったように、皆さんがいろいろなものを節水型に

なっているということで、水の使う量が減っているんですよね。それは年々減っているん

ですよね。また新しい洗濯機にしても、何にしても、お手洗いにしても、みんな節水型で

すから、使わなくなる。今、説明ありましたけれども、聞いていると、企業努力で頑張れ

ば５年や８年ぐらい値上げもせずに済むんじゃないかというように聞こえるんですけれど

も、私の考えの間違いですか。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） 希望的観測の発言はちょっと控えておきたいので、何年間、この企業

がもちますよということはなかなか言えないものがあります。前回の料金値上げをしたと

きの目安として、平成２７年度末までは何とかもちこたえられるというような料金改定を

されたというふうに聞いております。この２４ページの損益計算書を見ていただいても、

平成２７年度末は黒字経営が何とか成り立つと。今後じゃあどういうふうになるかという

ことになりますと、なるべく料金改定ということではなく、やはり何か方法がないかとい

うことで、課員一致団結いたしまして、その辺のことを探っていきたいというふうに考え

ております。以上です。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 金谷です。参考までに、先ほどの大口利用者の大体１年間に吉岡町に支払

われた金額というのはどのくらいかということを教えていただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） おおむねですけれども、年間約１，９００万円から２，０００万円ぐ

らいになります。

議 長（近藤 保君） ほかにございますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっている議案第３５号は、産業建設常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 同意第１号 吉岡町公平委員会委員の選任について

議 長（近藤 保君） 日程第１０、同意第１号 吉岡町公平委員会委員の選任についてを議題と

します。
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提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

同意第１号公平委員の同意について。

公平委員会は、３人の委員で構成され、その任期は４年となっております。森田裕博氏

が平成２７年５月１日をもって任期満了になりますが、地方公務員法第９条の２第２項の

規定により、同氏の再任の同意をお願いするものであります。

同氏は、吉岡町大字上野田６４９番地、昭和１９年４月２６日生まれ、７０歳です。

昭和３８年に県立勢田農林高等学校を卒業後、自動車販売会社に入社、その後、建設会

社に入社され、退職後は野田宿を守る会の会長として活躍をしています。平成２３年５月

から委員に選任され、また平成２４年１０月からは、同委員長に就任しています。人格は

高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、活躍も顕著で、

公平委員として適任なので、同意をお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

ただいま議題となっている同意第１号は、総務常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

散 会

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。

これにて散会とします。

ご苦労さまでした。

午後２時１４分散会


